
1．年表追補（１９９３年）

１

年号 日本銀 １丁 金融一般

平成５年

(1993年）

２．４公定歩合引下げ(商業手形割引歩合0.75％引

下げ、２．５％）

３．１臨時金利調整法に基づく預貯金金利の股高

限度を引下げ（期間の定めがある預金４．０７％

→３．６４％、ガイドライン変更、１年定期預金

3.82％→3.39％）

3.22当座預金関係事務の取扱時間を延長（午後

3時→午後５時く一郎支店は４時30分または

4時＞、全国銀行協会連合会が内国為替の同日

決済化を実施したことに伴う措極）

1.11第一勧業銀行と城南信用金庫がＡＴＭの相
互人金サービスを開始（入金の異秘提携は

初）

1.27民間金融機関､(株)共同価権買取機栂を没

立（162社が出資、不良(ii栃の処理方針の早

期確定、i'十画的処理等が目的）

２．８大蔵省、「金融機関の融資対応についての

所見｣を発表(円建永久劣後債等の発行認可）
２．８大蔵省､GLOBEX（シカゴマーカンタイル

取引所･ロイター社･シカゴ商品取引所共同開

発のコンピュータ利用先物取引システム）端

末を利用した海外金融先物市場における取引
を浬可

２．９大蔵省、７証券会社に対し株式累積投資業

務を認可（各証券会社では株式累積投資商品

の募築を２月１０日から開始）

2.19大蔵省、「貯蓄預貯金の商品投叶の自由化
について」（大蔵･郵政両省合意）を発表（鹸

低預入残高制限の綬和、スイングサービスの

取扱開始）

３．１証券各社、長期保有型株式投資信託（ロン

グライフ・ファンド＜ＬＬＦ＞）の募集を開始

３．１短資各社、無担保コールおよび手形売買の
先日付取引を拡充(先日付取引期1111に1．２．３

週IIII物を新設）

３．３大蔵省､｢金融制度改革法｣関連の政省令を

公布（４月１日施行、最低資本の増額､銀行

等の付随業務に信託業務の代理を追加等）

３．８公正取引委員会、全国銀行公正取引協議会

の「銀行案における表示に関する公正競争規

約」を認定（３月３１日付で「広告に関する留

意事項」が廃止されることに伴う措趣）

3.22全銀システムの決済方式、翌営業日決済か

ら同日決済へ移行

3.22短資各社、インターバンク市場取引の取扱

時Ⅲ1を延長（コール、手形売買取引の取扱時

ＩＵｌを「為決時点」まで延長等）

3.22宮士銀行、安田信託銀行との提拠により賃
出偵栃の小口化販売業務をDII始（信託方式に

よる債樋流動化の第１号）

3.24大蔵省、「金融機１１０による第65条第２項第２



平成５年
(1993年）

２－

政治・経済等 海 外
首
相

大
蔵
大
臣

総
餓

日
本
銀
行

１．８通商産業省、平成５年度の日本製乗用車

の対米輸出自主規制枠を前年度並み（１６５

万台）で継続すると発表

1.12政府、「平成５年度税制改正要綱」を1111識

決定（企業関係租税特別措蹴の整理合理化、

居住者用財産の質替え特例の条件付き復活

等）

3.25国土庁、平成５年１月１日現在の地価公

示価格は全国平均で前年比マイナス8.4％

と発表（前年のマイナス4.6％に続き２年迎

焼の下落）

１．１ＥC、統合市場発足

１．１ASEAN､｢ASEAN自由貿易圏(AFTA)」

実現の具体策として、共通効果特恵関税

(CEPT）を導入(2008年までの15年間で域

内関税を５％以下に引下げ）

１．１２番港政庁、中国銀行（中国の外為専門銀

行）に対し、199Ｍ1年５月から香港ドルの発

券業務を行うことを認可

1.20クリントン、米国大統領に就任

1.22米連邦準傭制度理事会、外銀の進出等に

関し新基準決定（91年に成立した外銀監督

強化法くFBSEA＞に関する岐終規則を決

定し即日実施）

２．１ＥC通貨評議会、ＥＭＳ通貨再調整を実施

(アイルランド・ポンドを10％切下げ）

2．５ドイツ、公定歩合引下げ、8.25→８％

2.１０韓国、外国人による不動産取得を原則解

禁する方針を表明（海外からの直接投資の

樋入れを企図）

2.13中国、人民元の海外への持出し、海外か
らの持込みの原則禁止措邇撤廃を公表（１

回の出入国に際し、中国人･外国人の別を問

わず１人当り６千元まで持出し．持込み可

IiI;化、３月１日以降実施）

2.17クリントン米国大統領、新経済政策を発

表(増税･虚出カットによる財政赤字削減方

針を提示）

2.25金泳三、騨国大統領に飢任

3.１０米国今融機関監督４当局（OCC、FDIC、

FRB､OTS)、クレジット・クランチ対策を

発表（金融機関に対する規制負担軽減を通

じ、中小企業向け貸出を促進、屈用拡大に

資するための措遜）

3.1３ドイツ、連邦再建プログラムにつき、連

邦･州政府･与野党が合意（歳出削減､歳入

墹加措圃等）

3.15中国、全国人民代表大会で、2000年まで

の経済成長率を８～９％に引き上げると表

明

3.17欧州経済領域（EEA）加盟諸国、スイス
を除きＥＥＡ協定を発効させるための追加識

定醤に調印（以後、各国での手続きを経て、

94年１月１日にスイス、リヒテンシュタイ

ンを除く１７か国で同協定が発効、共|司市場

が発足）

3.1９ドイツ、公定歩合引下げ、８→7.5％
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３

年号 日本銀行 金融一般

平成５年

(1993年）

号から第４号までに掲げる取引に関する証券

業務に係る認可邪務等について」のimi垂を発

出（新たに金融機関が行うこととなった短期

有価証券、資産令顧型有価証券にかかる証券

業務全般についての認可申調手続きを規定）

3.26大蔵省､「証券会社の免許及び認可基率.手

続き等について」の通逮を発出（金融制度改

革法施行による銀行の証券子会針譜立等に対

応し、証券会社の免許基準等を明示）

3.26大蔵省､社債発行基準弾力化(４月１日起債

銘柄から実施、無担保社債＜普通社債および

新株引受栃付社債＞の適債基準緩和等）

3.29全国銀行協会迎合会、「ディスクロージ

ヤー制度における統一開示基準の見直しにつ

いて」を決定（｢破綻先債椛額｣、「延滞債栖

額」等を新規開示項目化）

3.30証券取引審議会、「大口取引に係る株式委

託手数料の自由化について」と題する報告瞥

を答申（自由化の対象とする大口取引の水準

く10億円超＞、実施時期く１年後を目途＞

等）

３．３１大蔵省、「金融機関の海外現地法人の証券

引受業務について」の事務迎絡を発出（金融

機関の海外現地法人の証券引受業務に関する

当面の取扱いおよび留意事項）

3.31全国銀行協会連合会、「広告に関する留意

【H項」を廃止

４．１金融制度及び証券取引制度の改革のための

関係法律の整備等に関する法律施行（いわゆ

る金融閑､X改革法、平成4年６月26日公布）

４．１羽後・秋田あけぽの両行合併し、北都銀行

発足

4.1公正取引委員会、「金融制度改革法の施行

に伴う公正取引委員会の対応について」を発

表（銀行・証券等の相互参入に伴う不公正な

取引方法等を取りまとめ）

４．６信託銀行、貸付信託等の予想E己当率の決定

方式を長期金利迎』肋型から、短期金利等も踏

まえた決定方式に変更

４．９大蔵省、証券投資信託の委託会社の行為醜

MIIに関する省令および証券投資信託法施行現

NIIの一部を改正公布（５月６日施行、免許運

用基準を緩和）

4.13全国銀行協会連合会、「１万円札の偽造券

の発生について」をin連（両替機の管理等に

注意を喚起）

4.14内国為替迦営機柵(東京銀行M1会)､全銀シ

ステムにおける仕向超過額管理制度の改定を

決定（仕向超過額管理のための１１１１度額および

警告額の設定方式等、平成6年１月１７日から



平成５年
(1993年）

４

政治・経済等 海外
首
相

大

：
日韓

本
銀

行銭

４６資産価格変動のメカニズムとその経済効

果に関する研究会（大蔵省財政金融研究所

主Mf)、1980年代後半における資産価格の上

昇とその後の下落要因、影響等についての

報告番を公表

4.13政府､新総合経済対策を決定(過去最大の

総額13兆２０００億円）

4.15先進７か国外相・蔵相会議、ロシアョリ首

相、

京）

外相を交えた「Ｇ７プラス１会議」（東

で総額434億ドルの対ロシア経済改鉱

支援を決定

４．１番港、香港令圃血庁を正式発足（政府内の

中央銀行的機能を集約、機能強化を目的）

４2３ドイツ、公定歩合引下げ、7.5→7.25％

4.29Ｇ７（ワシントン)、為替相場安定とインフ

しなき成長促進のための政策協調をうたつ

た共同声明を採択

4.30BIS、マーケット・リスク等に係る自己資

本規制に関する提案を公表（ネッティング、

マーケット・リスクの取扱い等）
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５

年号 日本銀行 金融一般

平成５年

(1993年）

６．８臨時金利調整法に基づく預貯金金利の股高

限度の定めおよび預金細目金利にかかるガイ

ドラインの変更を決定(定期性預金金利の完全

自由化､定期積金以外の期間の定めがある預金

に関する規定の削除等、６月２１日実施）

実施）

4.15～1６日本損害保険協会・生命保険協会、不

良債椛のディスクロージャーを決定（破綻先

債権額､延滞債権額を平成５年３月期から開

示）

5.12協同組織金融機関の優先出資に関する法律

公布（普通出資を補完するため優先出資の制

度を設趣）

5.13東京証券取引所証券政策委員会、「証券市

場の機能強化について－－今i9d朱式ブームと

スランプからの教訓」と題する報告瞥を公表

5.20大蔵省､平成５．６年度の金融機関店舗設磁

に関し通達を発出（地域金殿機関店舗の投圃

数規制を原則撤廃等）

5.21証券取引等監視委員会、コンピュータ会社

株の株価操作事件で不動産会社等を刑事告発

６．１特定伎権等に係る事業の規制に関する法律

施行（平成4年６月５日公布、リース・クレジ

ツト債権の流動化を規制）

６．１ＭＭFの鰻低預入金額引下げ（100万円→

５０万円）

６．４通商産業省・中小企業庁、返済資金緊急特

別貸付制度を創設（中小企業の債務返済負担

の軽減措磁）

６．４皇太子殿下御成婚記念五千円銀貨・五百円

白銅貨発行

６．４公社債引受協会、「普通社債流通市場の改

普に向けて」と題する報告轡を公表

6.11外国為替等審議会､「国際金H1･資本市場の

変化と国際金側白上の諸問題一一国際金勵h取引

の新たな展開とそのリスクへの対応」と題す

る報告番を公表

6.14大蔵省、「預金の商品性及びその取扱いに

ついて」の一部改正を通途（中長期預金およ

び変動金利預金の導入を10月18日から翅可）

6.21定期性預今金利の完全自由化実施

6.30大蔵省、「コマーシャル･ペーパー等の取扱

いについて」の通連を一郎改正（ノンパンク

のＣＰ発行を解禁）

7.12大蔵省、「非居住者ユーロ円憤及び居住者

外憤の発行ルールの自由化･弾力化について」

を発表、Ｅ11日実施（非居住者ユーロ円Ifiの通

ｲfi雅準撤廃等）

7.12大蔵省、「投筒Illillll業者の業務迎営につい

て」の迦述を－部改正（厚生年金基金および

同迎合会の資産迎用にかかる股小契約資産額

に|ＩＲＩする規制をnll除）

7.26金RIL機関の証券子会社３社、営業開始（肌



平成５年
(1993年）

６

政治・経済等 海外
首
相 鳶

臣

日松

本
銀

行裁

６．２産業構造審議会、「自己株式の取得・保有

規制の緩和について」と題する意見醤をと

りまとめ（規制緩和の第１段階として、自己

株式取得の財源は配当可能利益の範囲内と

すること等を提言）

6.14商法等の一部を改正する法律公布（10月１

日施行､株主代表訴訟手数料の引下げ､社憤

発行限度規制の廃止、監査役の任期延長お

よび社外監査役制度の新設等）

７．７日・米・欧・加の４極閣僚会議（東京)、ガ

ツト・ウルグアイ・ラウンドの市場アクセス

分野で医薬品などの関税撤廃と関税率15％

以上の品目のDII税率削減等で合意

７．８～９束京サミット、「より安全で人間的な

世界を求めて」と題する政治宣言および「屈

川と成長へのより強固な決意」と題する経

済宣言を採択

７．９Ｇ７プラス１会議（東京)、民営化・再縄支

5.14ＥC通貨評議会、ＥＭＳ通貨再調整を実施

(スペイン・ペセタを８％、ポルトガル・エ

スクードを6.5％それぞれ切下げ）

5.18デンマーク、欧州迎合条約（マーストリ

ヒト条約）批准を巡る第２回国民投票の結

果、同条約の批准を可決

7．２ドイツ、公定歩合引下げ、7.25→6.75％

7.2４ロシア中央銀行、同国内における92年以

前に発行された|日ルーブル紙幣の流通停止

を発表（２６日実施、なお個人については新

旧紙幣の交換期llllを８月末まで延長）
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７

年号 日本銀行 金融一般

平成５年

(1993年）

9.21公定歩合引下げ(商業手形割引歩合0.75％引

下Iﾌﾞ、1.75％）

Ｉｑｌ８臨時金利調整法に基づく金融機関の預貯

金金利の最高限度を引下げ（ガイドライン変

更、定期積金2.28％→2.“％）

10.28金融研究所、第６同国際コンファランスを

開Ifl（テーマ「変貌する環境下での金融シス

テムの安定性｣）

銀証券く株＞・長銀証券＜株＞・農中証券

＜株＞）

7.29金融の自由化・国際化研究会（経済企画庁

主催)、「金融自由化と金融システムの安定性

について」と題する報告書を公表

8.17束京外国為替市場の円相場、－時１ドル＝

100円40銭と戦後最高値を記録

8.26国鉄澗算事業団､１０月上場予定の東日本旅

客鉄逝（ＪＲ東日本）株の落札結果を発表（加

西平均価格は37万9806円）

９．６大和銀行、コスモ証券の第三者割当地質に

よる発行新株につき払込を実行、同証券を子

会社化

９．９皇太子殿下御成遥3已会布万円金貨発行

9.10銀行等の年末休日に係る関係政令改正公布

施行（平成５年から12月３１日が銀行等の体

日となる）

101金融制度改革に伴い各業態、信託業務へ

参入（信託銀行子会社く東京・野村・日興・

山一・大和インターナショナル各信託銀行

(株）＞、地域金融機関の(認ﾓ業務兼営＜常

闇･八十二･静岡各銀行＞、それぞれ営業開

始）

1０．１（株）共同債桁買取機柵、平成5年度上期

の不動産担保付債梅の質取実績等を発表

(頁取対象債栖510件、元本１兆1841億円、

賀取価額6029位円）

Ｉｑｌ釜石信用金庫､岩手県下6金融機関に全耶

業を譲渡の上、解散（本件窺業譲波に関し、

fii金保険機構は岩手銀行に対し資金授助

＜260億円の贈与＞を実行）

1ｑ８日本経済新IllI社、新たな株価指数として、

｢日経株価指数300（日経300)」を導入（東

証一部上場代表300銘柄を時価総額で加亟

平均して指数化）

１０．８中小企業庁･大蔵省、中小企業余勘公庫等

に対し「当面の貸出皿用について｣の皿達を

発出（中小企業向け貸出の一層の円滑化を

企図）

10.13銀行の系列投資IiIi問会社、証券投資信託



平成５年
(1993年）

８－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
蛾

日
本
銀
行

援計画のｶﾘ没など対ロシア経済改革支援を

再確認

7」２北海道南西沖地震発生（北海道と東北地

方北部を中心に大規模地震、奥尻島では死
者153名等の大被害）

7.18第40回衆議院議員総i遅挙（自民党過半数

割れ、新生党・日本新党等進出）

８．９細川護煕内閣成立

9.16政府､緊急経済対策を決定(公的規制の級

和、円高差益の還元、公共投資の追加等）

1０．７経済企画庁、「国民所得統計速報（QE）

公表形式のGDP中心への変更について」を

公表(93年7～９月期QEから、GDP中心の

発表形式に変更）

10.13細川首相とエリツィン･ロシア大統領会

談、「日ロ東京宣言」と「経済宣言」に調印

10.27臨時行政改革推進審議会、鹸終答申を

首相に提出(規制綬和･jln方分梱の推進､公

的金融の民業圧迫･郵貯肥大化懸念の指摘

等）

10.29農林水産省、１０月１５日現在の平成５年

産水稲作況指数は75の「著しい不良」と発

表

8．２英国、欧州迎合条約（マーストリヒト条
約）を批准

８．２ＥC､ＥＲＭの変､Ｉ許容相拡大を決定(変動

柏を上下2.25％から、ドイツ･マルクとオラ

ンダ・ギルダーの間の変動幅を除き上下1５

％に拡大く同日実施＞）

８．４米迎邦単価制度理事会、銀行保有の有価

証券に時価評価導入を決定（新会計基率を
199u1年度から導入）

8.12稗国、「金融実名制」を実施（架空名義や

他人名義を用いての金融取引を一切禁止）

9.１０ドイツ、公定歩合引下げ、６．７５→6.25

％

9.13イスラエルとパレスチナ解放機椒PLO)、

ワシントンでパレスチナ暫定自治共同宣言

に調印

10．１シンガポール国際金融取引所（Sm唾x） 、

日本国償先物取引を開始（日本国ii標単物

<償還期限10年、利率６％＞）

10.1３ドイツ、欧Ｈ１迎合条約（マーストリヒト

条約）を批准（EC12か国すべてが同条約
の批准を完了）

10.2２ドイツ、公定歩合引下げ､6.25→5.75％

10.29ＥＣ臨時首脳会議、199u4年１月に発足す

ろ欧州通貨機栂をドイツのフランクフル

卜に趣くことを決定

細
川
護
煕

９
．

藤
井
裕
久

８
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9

年号 日本銀行 金融一般

平成５年

(1993年）

１２．１新嫌式の一万円券・五千円券･干円券を発行
(偽造防止対策として、特殊発光インキを使
用、マイクロ文字を施す）

12.17日本銀行券発行限度を41兆円に改定（従来
39兆4000億円）

委託会社を設立(さくら､富士､三和､エス。
ピー・アイ・エム、農中各投信株式会社が宮

業開始）

'018民間金融機関、変動金利預金および中長
期預金の取１８tいを開始(期間3年までの変動
金利預金､期間4年までの固定金利預金く中
長期預金＞）

10.Ｉ９東京証券取引所･大阪証券取引所、大口取
引（約定代金10億円超）にかかる株式委託
手数料の自由化を決定（平成6年４月１日以
降の別途定める日に実施）

10.25全国キャッシュサービス（皿Cs）参加金

敵機関8業HSl､他行ＣＤ・ＡＴＭにおける１日

あたりの支払限度額を決定（1口座１日あた
りの支払限度額は段間200万円、平成6年４
月２５日から実施）

１１．１信用組合大阪弘容、大阪府民信用組合を
合併(本件合併に関し、預金保険機jiiは信用

組合大阪弘容に対し資金援助＜199億円の
IuI与＞を実行）

１１．１三菱信託銀行と住友信託銀行の証券子会
社､営業開始(三菱僧証券く株＞・往信証券
＜株＞）

１１．８証券会社各社、中国ファンド･ＭＨ疵､のキ

ヤッシング（即日換金）を開始（１日の利用

限度額は、それぞれ100万円まで）

１２．８束京金融先物取引所、「日本円短期金利先
物｣､「日本円短jUl金利先物オプション｣の上

場限月数を拡大（それぞれ8→12限月、３→

5限月、９４年３月７日より実施）

12.21大蔵省、証券市場および証券取引にかか

る「手続きの簡素化、規制の綬和等につい

て」を公表(証券市場の効率化･合理化によ
ろ市場活性化を企図）

12.22金融問題研究会、「定期性預金の金利自由

化の実施状況及び流動性預金の金利自由イヒ

について」と題する報告啓を公表(流動性預

金金利の自由化にあたり、決済システムの
安定性確保に対するHBldKの必要性等を指摘）

12.31金融機関、年末休日を実施



平成５年
(1993年）

1０－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総日
本
銀
榊

１１．４農林水産省、異常気象による本年の農作
物被害総額は1兆2322億円で史上jiR懇と報

告

11.12行政手続法公布（処分、行政指導および

届出に関する手続きについて、共通する虫

項を定める）

11.19政府税制調査会、「今後の税制のあり方

について」と題する中期答申を首相に提出

(個人所得課税の負担軽減等を提言）

12.14政府､ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉

で示された日本のコメ市場開放案の受け人

れをjﾋﾞt終決定

12.16経済改革研究会（首相の私的諮問機関)、

規制緩和に関する股終報告（平岩レポー

ﾄ）を答申（経済的規制の原HU撤廃、自己

責任原則を重視した競争原理の徹底等）

11．１欧州迎合条約（マーストリヒト条約）発

効

11.2Oアジア太平洋経済協力会議(APEC)、初

の非公式首脳会談で｢経済展望に関する声

明」（貿易と投資の自由化や新たなコミュ

ニティー形成を目指す）を採択

11.26イダリア、中央銀行による対政府与信の

禁止等に関する法律が成立（イタリア中銀

の独立性に関する一巡の制度変更は完了）

12.15ガッ卜加盟117ヵ国･地域およびEC、ガ

ヅト事務局長の提示したウルグアイ・ラウ

ンド最終合意案を採択

12.16フランス国民議会、フランス銀行法改正

についての審議を終了（新フランス銀行法

は9M1年１月５日に発効）

12.3Oイスラエルとバチカン、エルサレムで相

互承認文衝に調印

細
川
護
煕

藤
井
裕
久

〈
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三
重
野

康



1．年表追補（１９９４年）

１

年号 日本銀行 金融一般

平成６年

(1994年）

1.17全銀システム参加金融機UUmの為替貸借に

関し、仕向総額と被仕向総額を差額決済する

とともに、参加金融機関差入れ担保の基準額

を警告額により定める扱いに改正

1.25期間lか月未満を対象とする入*L式手形買

オペ開始

1.27実施期ｉｍｌか月未満の割引短期国債（Ｔ

Ｂ）・憤券現先オペ開始

１．４地銀６行（群馬、阿波、百十四、伊予、

梱岡、西日本）、信託業務兼営をDII始（以

後、極致地銀が追随）

1.17内国為替運営機柵（東銀協）、全銀シス

テムにおける仕向超過額管理制度改定を実

施（仕向超過額管理のためのjmt高限度額お

よび警告額く限度額の一定割合＞設定方式

等を自己申告制に改定）

1.25大蔵省、銀行等の自己資本比率にかかる

国際統一基準を一郎改正、告示（わが国の

地方公共団体向け価柵のリスク・ウェイト
を10→0％に）

１．２６束京外国為替市場慣行委員会（日本銀

行、都銀等）、スポット、フォワード取引
にかかる国際取り決め（ＩＦＥＭＡ）日本

語版を発表

２．８大蔵省、「金融機関の不良資産問題につ

いての行政上の指針」を発表（不良債IIE償
却・引当制度の活用、金利減免債椛の旅､Ｉ

化、信用秩序の維持等）

２．９大蔵省、「国際金融取引に係る規制緩和

について」を発表（居住者外貨建海外預金

の許可不要限度額引上げ、対内・対外証券

投資の届出不要限度額引上げ等、外為法上

の規制緩和拾li1i取りまとめ）
2.14束京証券取引所、株価指散先物取引等に

かかる規制改正を実施（相場急変時におけ

る株価指数先物取引等の一時中断措霞の潮

人等）

2.14大阪証券取引所、日経株価指数３００（日

経300）を対象とした先物、オプションを

上場

2.16法制審議会、「商法及び有限会社法の－
部を改正する法律案要綱」を答申（自己材

式取得等の規制緩和）



平成６年
(1994年）

-２－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

日韓
木
田
行裁

２．８政府、総合経済対策を決定（事業規模絶

額15兆2500億円、慨気浮揚のための内需拡

大、課題を抱える分野における画点的施策

の展開、経済活力の喚起のための発展理境

整備）

2.18政府、「平成６年度税制改正の要綱」を

閣議決定（定率所得税減税＜１年1111限

定＞・相続税負担軽減等）

1．１欧州j､貨機柵（ＥＭＩ）ｊＩＩ護（初代総

裁ラムファルシー＜前ＢＩＳ総支配人＞、

１１日に第１回理甑会を開脳）

1．１欧州経済領域（ＥＥＡ）加盟諸国

(ＥＣｌ２か国とスイス、リヒテンシュタ

インを除くＥＦＴＡ５か国）、ＥＥＡ協定

を発効（共同市場発足）

1．１イタリア、中央銀行による対政府与信

の禁止等に関する法律を施行（イタリア

中銀の独立性に関する一連の制度変更は

完了）

１．１北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ、米．

加・メキシコ３か国で締結）発効

１．１中国、外貨管理制度改革を実施（単一

為替レートによる管理変動相場制の実

施、外貨留保・上納制度の廃止等）

１．５新フランス銀行法発効（政府からの独

立性強化、同行内に金融政策理事会識翻

等）

1.１０北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会

識、「平和のための協調」協定を提案

(東欧・ＣＩＳ諸国の将来的なＮＡＴＯ

加盟に週）

１．１４米・ロ両首脳とウクライナ大統領、ウ

クライナ核廃棄についての合意文替およ

び戦略核ミサイルの照単を米・ロ相互に

外すこと等を骨子とした「モスクワ宜

言」に調印

1.21米中合同経済委員会（北京）開Mi（天

安門蛎件以来初、貿易・投資の相万促進

等をうたった共同声明を発表）

２．３米国大統領、対ペトナム経済制裁の全

面解除を発表（30年ぶり、相互に連絡事

務所をDII没）

2.1８ドイツ、公定歩合引下げ、5.75→5.25％

2.26Ｇ７、世界経済の成長促進で基本合意

(わが国には黒字削減、内需拡大、市場

開放を要求）

細
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護
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-３－

年号 日本銀行 金融一般

平成６年

(1994年）

4.11国債資金同時受波システム（国憤ＤＶＰシ

ステム）の稼働を開始

４２５貿入手形入札オペ（１か月以上）における

レート刻み相を、１/32％から1／100％に変更

2.16短資会社、無担コール・手形売買取引

(期11111か月以上）において、１/32％刻み

に加え、１／100％刻みを導入

2.21証券取引審議会、「自己株式取得等の規

制緩和に伴う証券取引制度の整緬につい

て」を答申

３．２大蔵省、「都銀等の証券子会社参入につ

いて」を発表（先行長信銀・信託銀および

系統中央機関に続き、７月以降の都銀の参

人が可hI自化）

3」６日本公認会計士協会、新株引受栃付社債

の発行体における会ilf処理方法の一括法か

ら区分法への変更を発表（４月１日以降発行

分から適用）

3.25金融制度調査会・デイスクロージャー作

業部会、「ディスクロージャー誌の充実に

ついて」と題する中、報告を公表（リスク

管理愉報、子会社燗報の開示充実等を効

奨）

４．１日本憤券信用銀行、全国信用金Mif連合会

の信託銀行子会社、営業開始（日債銀信託

銀行く株＞、しんきん信託銀行く株＞）

４．１各証券取引所、１０億円紐の大口取引にか

かる株式委託手数料の自由化を実施

４．１大蔵省、「コマーシャル・ペーパー等の

取扱いについて」の通述を一郎改正（生・

損保のＣＰ発行を保険関係支払の資金繰り

目的に限って塑可）

４．１全国銀行協会連合会、銀行為替業務の進

展等を受け、振込規定ひな型を制定

４．８大蔵・郵政両省、淀nh件禰会および通常

郵便貯金の金利自由化に関する合意内容に

つき、それぞれ発表（大蔵省「流動性預金

金利自由化に関する大蔵省・郵政省合意内

容」・「通常郵便貯金の金利自由化対応に

ついて」、郵政省「通常郵便貯金の金利自

由化について」）

4.22（財）地方債協会、「各国地方公共団体

の資本調逮の現状と共同発行制度」と趣す

る報告醤を公表（流i､市場整備と地方債発

行単位大型化を提pEI）

4.25全国キャッシュサービス（MICS）参加金

融HRUU8業態、他行ＣＤ・ＡＴＭにおける１日

あたりの支払限廠緬を設定（1口座１日あた

りの支払限度額は股高200万円）



平成６年
(1994年）

－４－

政治・経済等 海外
首
相 ＃

臣

日韓
本

ｊＨ
行裁

３．１年金審議会麺国民年金制度および厚生年

金制度の改正に係る政府案を了承（厚生年

金満額支給DII始年齢の65歳への段階的引上
げ等）

３．４政府、実質経済成長率（ＧＤＰペース）

2.4％等を盛り込んだ「平成６年度の経済

見f､しと経済迎営の基本的態度」を決定

３２８高齢社会福祉ビジョン懇談会（厚相の私

的懇談会）、「２１世紀福祉ピジョンー少
子・高齢社会に向けて」をとりまとめ（適

正給付・適正負担原則に立つ社会保障財源
のjiＩ出等を提唱）

3.29政府、「対外経済改革要綱」を１１W議決定

(内需主導型の経済迩営、市場機能の強化
と対日アクセスの改善等）

３２９通商産業省、日本製乗用車対米槍l{l白羊

規制の平成5年度限りの撤廃を発表

４８政府、「公共料金の取扱いに関する基本

方針」を申し合わせ（公共料金に係る駆業
の合理化、生産性向上による料金の適正

化、規制緩和の推進等）

4.25細川内閣総辞職

4.28羽田孜内１１１１成立

３，１フインランド、スウェーデン、オース

トリア、欧州迎合（ＥＵ）との加盟交渉
が妥結（ノルウェーは１６日妥結、９５年

１月１日を４か国の加盟目標期日に）

３．３クリントン米国大統領、スーパー301条

(不公正貿易国・行為の特定、制裁）複
活のための大統領命令に署名

3.31対共産圏輸出統制委員会（ココム）解
散

４．４中国人民銀行、外国為替取引にかかる

インターパンク市場を創設、取引開始
(上海の外為取引センターと主要８都市の

外貨調整センターをオンライン化）

4.13英国大蔵省が蔵相とイングランド銀行

総裁との月例協議議耶録の公開を開始

(透明度を高め、金融政策遂行の容易化
を企図）

4.1５ドイツ、公定歩合引下げ、5.25→5％

4.15ガッ卜閣侠会議、ウルグアイ･ラウン

ﾄﾞ最終文衝（世界貿易機関くＷＴＯ＞設

立協定等を添付）に署名、同時に「マラ

ケシュ宣言」（同ラウンド交渉の正式な
終結等）を採択

4.24Ｇ７、米国財政赤字削減・欧州金利低
下・日本の内需拡大、貿易黒字削減によ
る世界経済成長の持続で合意
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－５－

年号 日本銀行 金融一般

平成６年

(199匹１年）

5.18売出手形オペ再開を発表（86年５月以来。
入札方式を採用、２６日第1回目をオファー）

4.26大蔵省、「金融機関の貸付債権の流動化

等自己資本比率向上等について」のj通達を
一郎改正（地方公共団体等向け貸付悩栖の

信託方式による流動化を導入）

5.16短資会社、インターバンク・コール市場
の翌日一翌々日物取引（トムネ取弓I）の仲

介をIllI始

5.24産業柵造審議会・産業金融小委員会、企
業の資金調連円滑化に関する中ＩＭＩ報告を発
表（社悩・株式の発行登録基準綬和、社憤
流通市場の育成・整備等）

６．６決済制度等専門委員会（日本証券業協
会、公社債引受協会の共同設置機関）、

｢債券決済制度の改善について」とRnする

中間報告を発表（中立的集中決済機関によ
ろ振替決済制度導入の必要性等を提言）

６．８外国為替等審議会・国際金融取引におけ

ろ諸問題に関する専門部会、「内外経済の

一体化と国際金融取引」と題する報告脅を
発表（わが国金融・資本市場の一闇の整

伽・充実、アジアにおける地域協力推進等

を提言）

6.17郵便貯金に関する調査研究会（郵政省貯
金局長の私的研究会）、「金融自由化と郵

便貯金の商品・サービス」を公表（個人利

用者への金融自由化メリット還元、郵貯ネ

ヅトワーク活用促進等の必要性を指摘）

6.20公正取引委員会、「金融会社の株式保有

の認可に関する駆務処理基準」を公表（独

禁法１１条に基づく公取委の認可基単を明
示）

6.21金融制度調査会・基本問題検討委員会、

｢金融白由化と金融機関の経営の健全性確

保について」と題する中間報告を発表（バ

ブル期金融機関のリスク管理失敗の反省に

立ち、今後の指針を提言＜市場機能の一層

の活用、行政の役割の変化＞）

6.22投資信託研究会（大蔵省証券局長の私nｔ

研究会）、「投資信託の改革に向けて」と

題する報告書を発表（投資信託市場・制囚

等の改善顕を提言）

6.22多重債務問題等懇談会、ノンパンク問題

懇竣会（大蔵省銀行局長の私的勉強会）Ｉ：

報告啓を提出（消費者向けカウンセリンク

の充実、残高補報交流の段階的実施等をtＨ

言）



平成６年
(1994年）
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政治・経済等 海外
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5.20政府、公共料金引上げの年内凍結をM1識
決定（国内電話料金、公団住宅家賃等を対
象）

6.21政府税制調査会、「税制改革についての

答申」を決定（個人所得課税の軽減、消劉
課税の充実等）

6.25羽田内閣総辞職

6.28行政改革推進本部、「今後における規制
綬和の推進等について」を取りまとめ、
279項目の規制綬和策を決定

6.30村山窩市内閣成立

6.30公正取引委員会、「行政指導に関する独

占禁止法上の考え方」を公表（事業への参
入・退出、価格・数量等に関する許認可等
の通用にあたって行政指導が行われる独禁
法上の留意点等を指摘）

５．４イルラエル・ＰＬＯ両首脳、ガザ、エ

リコ地区パレスチナ暫定自治合意瞥に識
印

5.1３ドイツ、公定歩合引下げ、５→4.5％

５．１７米国、公定歩合引上げ、３→3.5％

5.27イダリア銀行､準嫡預金制度の改正を礎

表（準預対象金融機関の拡大、準】ii対象控
除額の設定、準預率引下げ等）

６．９－１２欧州議会選挙実施（欧州迎合条約発
効後、初のig拳。統合推進派が勝利）

6.12オーストリア、国民投票により欧州連
合（ＥＵ）加盟を可決
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－７－

年号 日本銀行 金融一般

平成６年

(1994年）

6.24大蔵省、金利減免ｉｉｉ権の流動化と担保不

動産の自己鹸落等に関する通逮・事務迎絡

を発出（ノンバンク等向け金利減免債栖流

動化を企図した特別目的会社の設立および
金融機関の100％出資による自己競落会社の
設立）

6.24大蔵省、「金融機関の貸付債権の流動化等

自己資本比率向上策について」の通達を一
郎改正（住宅ローン債樅信託に変動金利物
を導入、信託期間制限撤廃）

6.24保険審議会（蔵相の諸llll機関）、「保険

業法等の改正について」と題する報告瞥を
提出（子会社方式による生・損保兼営、業
態別子会社による銀行・証券業務等への参
入、ソルペンシー・マージン基準導入等を

提言）

6.24郵便貯金資金皿用研究会（郵政省貯金局
長の私的研究会）、迎用体制の充実、迎用
手法の向上等に関する報告書を提出

6.27短資協会、「インターパンク市場取引要

綱」を発表（市場取引の公平性・信頼性等
の向上を企図した、取引慣行等の明文化．
解説）

6.27束京外国為替市場の円相場、戦後初めて

1ドル＝100円を突破（終値99円93銭）

７．１郵政省、「ユーロジヤイロ・システム」（鄭
便局の国際IIli電子送金システム）を導入(送

達の迅速化・確実性・安全性の向上を企図）

７．６大蔵省、外国証券会社２社（ガーパン・

インターナショナル・リミテッド、キャン

ター・ブイツツジェラルド・ショウケン・

カイシヤ・リミテヅド）に国債等の業者M１

売買仲介業務への参入を認可

7.18全国銀行惚今iIIl会会、国際会3十基単公騨

草案Ｅ４８「金臓商品」に対する見解を取り

まとめ、国際会ilf基単委員会（ＩＡＳＣ）

に提出

7.26あさひ銀行の証券子会社、営業開始（あ

さひ証券く株＞）
7.29大蔵省、「住宅ローンの取扱いにつＩｉ‘

て」を通達（住宅ローンの金利・商品性力

自由であることを明確化）



平成６年
(1994年）

－８－

政治・経済等 海外
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７．４イングランド銀行、機柵改革を実施

(金融調節郎門と調査分析部門との迎拠
強化、国際局を解体、内外金融市場の一
体化に即して部門を再編）

7．８ドイツ、第２次郵政改茄法成立（郵便本

業、テレコム、郵便銀行の３社の民営化

決定、９５年初に株式会社化の予定）
７．８金日成主席（北朝鮮）死去

７．８－１０先進７か国首脳会護（ナポリ・サミ

ツト）IjM&（皿用H1出のための経済政箪

採用、高度悩報通信網等技術革新推進等
の経済宣言を採択）

7.1５ドイツ、第５次プンデスバンク法改正法

を施行（同パンクの公共機関への信用供

与および同パンクへの公共機関の預金義
務の廃止、ロンパート貸付担保の掛目廃
止等）

7.15パーゼル銀行監督委員会、「オフパラ

ンス商品に係る信用リスクの自己資本規

制上の取扱い」を公表（一括浦算ネッテ
イングの是認等）

7.22プレトンウッズ委員会（日米欧今融当
局の国際金融担当ＯＢを中心に構成） 、

国際通貨制度等に関する報告譜を取りま
とめ（適正な為替相場実現を企図した先進
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－９－

年号 日本銀行 金融一般

平成６年

(1994年）

9.27臨時金fIj調整法に基づくFIi貯金金利の最高

限度の定めの変更および預金細目金利に係る

ガイドラインの廃I上を決定（流動性fii金金利

く当座預金を除く＞の自由化、定期積金利回

りの完全自由化、１０月17日実施）

10.23金融研究所貨幣仰物館、休日開飽開始（第

２．４日昭日）

8．１安田信託銀行の証券子会社、営業DII始

（安田僧証券く株＞）

8.31大蔵省、日本たばこ産業（ＪＴ）株の一

股売出し価格を143万8千円と決定（９月２

日、1111人申込み受付けDII始）

9」５大垣共立銀行、ＣＤ・ＡＴＭの365日無休

稼働をUII始（邦銀として初）

9.16大蔵省、海外での資産担保型社債発行を

解禁

１０．１大蔵省、銀行等（証券・保険会社を除

<）に対し、金利先渡し契約（ＦＲＡ）．

為替先渡し契約（ＦＸＡ）の取扱いを解禁

する省令、証券会社および外国証券会社に

対して金利先放し契約（ＦＲＡ）の取扱い

を解禁する省令をそれぞれ施行

10.1Ｉ大蔵省、預貯金のi6i品性等に関する皿

逆・耶務辿絡を一郎改正・廃止（「預金、

貯金及び定期積金の商品性及びその取扱い

について」のj､述を一郎改正、臨金法関迎

遮述等を廃止・改正）

10.17流動性預金金利の自由化実施

10.17大蔵省、ＭＭＦ（短期公社債投信）、中

期国債ファンドの商品性を改善（ＭＭＦ殴

低預入金額を５０→１０万円に引下げ、

ＭＭＦ、中国ファンドの１円以上１円顛位

でのＩＭＩ人を、株式・値券等の売却・解約代

金についても可能化）

10.17短資会社、照担コール・手形売買取引

(1.2.3jIHI間物)で､l/32％刻みに加え1/100

％刻みを導入

10.18政府保有ＪＴ株の売出し開始

10.27ＪＴ株、東京・大阪・名古屋の３証券取

引所に上場



平成６年
(１９９４年）
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政治・経済等 海外
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8bl8公正取引委員会、合併．株式所有の審査
に関する班務処理基単の見』、しについて公

表（事務処理基準の明確化による透明性の
確保、審査の効率的遂行を企図）

823公正取弓l委員会、「ペンチャー・キャピ

タルに対する独占禁止法第９条の規定の迎

用についての考え方」を公表（ベンチ

ャー・キャピタル業務範囲の拡大に鑑

み、ベンチャービジネス株式の取得・所有
制限を実質綬和）

９．４関西国際空港、開港

１０．４政府、税制改革要綱を閣議決定（所得税

税率の累進綬和、平成７年分所得税の特別
減税実施、中Ⅲ甑業者に対する特例措置見
直し・消費税率引上げ等く平成9年４月実
施予定＞）

１０．７政府、「公共投資基本3十画」を閣議了解

(来年度からの10か年if画、投資規模
630兆円、生活環境・福祉の整筋・充実等
を重視）

各国の経済迩営、ＩＭＦ主導の国際協調
確立等を要望）

7.26パーゼル銀行監督委員会、「金融派生
商品のリスク管理に関するガイドライ
ﾝ」を公表

8.16米国、公定歩合引上げ、３．５→４％

9.28ＢＩＳ、「金融仲介機関によるマーケ

ヅト・リスクおよび信用リスクのパプリ

ツク・ディスクロージャーに関する討議
用ペーパー」を公表（マーケット・リス

ク、信用リスクに関する燗報の定期的閲
示を提案）

9.29米国、州際業務法成立（95年９月以降、
銀行持株会社の州を越えての銀行買収を
原則自由化等）

１０．２Ｇ７、為替相場安定のための政策協調、
インフレ防止の財政金融政策推進等で合
意

Ｉｑｌｌロシア、ルーブル相場急落（１日で対
ドル、マイナス27％、公定歩合引上げ

く130→170％：１２日実施＞、中銀総裁更
迭く12日＞等）

10.16フインランド、国民投票により欧州迎
合（ＥＵ）加盟を可決

10.21米国・北朝鮮、北朝鮮核問題、米朝関
係改善に関する合意文書に調印（北朝鮮
校閲発問題、米朝関係改善問題の解決に
目途）

1ｑ２６イスラエル･ヨルダン両国、平和条約
調印
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－１１－

年号 日本銀行 金融一般

平成６年

(1994年）

１１．４束京証券取引所と当駆預金取引をl}H始

1ＬＩ６手形オペにおける1/100％刻みの対象を拡

大（取引jO11Uilか月以上のものに加え、１か

月未満のものも追加）

１２．９束京協和・安全両信用組合の経営処理111】題

にUQする、東京都、全国信用協同組合迎合

会、東京都信用組合協会および日本長jUl信用

銀行等民１Ｍ金融機関との合意甑項につき発表

（新銀行設立、両信組の同行への全駆業譲渡

等、新銀行く東京共同銀行＞は平成７年１月

13日に設立）

12.16日本銀行券発行限度を43兆9000億円に改定

(従来41兆円）

12.16三ｍ野総裁退任（任｣､満了）

１２１７節27代総裁に松下駆雄が就任

１１．７城南信用金庫、懸賞金付定期預金の発売

ＵⅡ始

11.１０三菱銀行、日本信託銀行の第三者割当地

資による発行新株につき払込を実行、同銀

行を子会社ｲヒ

11.14郵政省、郵貯金利を引上げ（流動性菰金

金利自由化後、初）

11.14束京銀行協会、外為円決済システムの地

方接続を実施（東京地区外に拠点を有する

金融機UUからの接続が可ｌｉ憧化）

11.21東京銀行協会、外為円市場売買に伴う円

決済方法のうち、手形交換を原則とりやめ、

外為円決済システムに一元化

11.21長期信用銀行3行および商工組合中央金

庫、ＣＤオンライン提携（ＬＯＮＧＳ）を

開始すると共に、ＢＡＮＣＳ（都銀キャッ

シュサービス）とのＣＤオンライン提撫を

同時開始

１１２４都銀６行の証券子会社、営業UII始（第一

勧業証券、さくら証券、意十証券、三菱ダ

イヤモンド証券、三和証券、住友キャピタ

ル証券各株式会社）

１２．１短資会社、インターバンク市場において、

末初取引、スポネ取引、オッド物取引を、次

開始

12.14金融制度調査会・エレクトロバンキング

専門委員会、電子資金取引にUUする法制塾

iiiについて法制懇談会が取りまとめた報告

譜を了承（電子資金取引を巡る法的問題を

分析。法制楚備に１１Mする考え方として早』0１

立法化論と京jﾘﾐ化時期尚早識を併記）

12.2O東京証券取引所、外国部の上場基単に関

する一郎改正細目を発表（有価証券上陽関

係、業務関係における一jil1の規制綬和策）

12.20全国銀行公正取引協議会（全国銀行協会

迎合会加盟行で組織）、最品類の提供に関

する自粛措慨を緩和（懸賞金付定期預金取

扱い、1500円以下の商品券・現金等の提供

が可能化）

12.21来京外国為替市場慣行委員会、同市場取

引時川の24時|Ⅲ体制への延長を決定（従来

の申し合わせ、９～12時くIiiI場＞・１３時半

～15時半く後場＞を廃11:）

12.27大蔵省、投資信託改紘のため、関係省令

等を改正（95年１月１日施行、資産遮用・収

益分配等についての規制緩和、通用成縦の

公開、公正取引ルールの繋附等）



平成６年
(1994年）

－１２－

政治・経済等 海外
首
相

大
域
大
臣

日魁
本
銀
行戦

11.9111民年金法等の一部を改正する法律、公

布施行（IF生年金の満額支給1用始年齢の
65職への段階的引上げ等）

11.25税制改革凹迎4法成立（平成7年度以降

の所得税恒久減税および７年度限りの所i1l

税特BI1減税の実施、平成９年度以降の滴fUt
税率５％の導入等）

１２．８世界貿易機関（ＷＴＯ）協定および関迎

7法成立（1995年１月予定のＷＴＯ発足に
向け、環境整臓く新食樋法制定、著作権法
改正等＞）

12.25政府、「当面の行政改革の推進方策につ

いて」（行政改革大綱）をMII猫決定（規制

緩和の推進、特殊法人等の改革・合理化、
地方分ｉｉｉのIIEjUf等）

11.13スウエーデン、国民投票により欧州迎
合（ＥＵ）加盟を可決

11.15米国、公定歩合引上げ、４→4.75％

11.1５アジア太平洋経済協力会議（APEC） 、

非公式首脳会談で「共同決意宣言」（ポ

ゴール宣言）を採択して閑輔（先進国は

2010年、発展途上国は2020年までに域内
貿易を自由化）

11.28ノルウエー、国民投票により欧州迎合

(ＥＵ）加盟を否決（同国のＥＵ力Ⅱ翌は
当面見送りの見通し）

1２．６オーストリア、フィンランド、スウ

エーデンの各中央銀行、欧州通貨機栂
(ＥＭＩ）参加文書に調印（為替相場メカ

ニズム＜ＥＲＭ＞への参ｶﾛは未定）

１２．９ＢＩＳ、「金Mh派生商品市場の拡大に

伴うマクロ経済と金融政策上の論点」と
皿する報告書を発表（金融派生商品市場

がもたらす影轡を、①金融政策を運営す

る現境、②金融政策の波及経路、③金融
政策インディケータ－、④中央銀行の政
粛手段、の４つの視点から検討）
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1．年表追補（1995年）

－１－

年号 日本銀行 金融一般

平成７年
(1,95年）

１．１３束京協和・安全両信用組合の全事業を認

受する普通･銀行設立にあたり、発行価額計
200億円の株式引受を決定（同日、日本鈴
行、住友銀行、全国信用協同組合連合会を
発起人として東京共同銀行設立、３月20日営
業M1始）

1.17-18阪神・淡路大震災に伴う金駐措置を
発出（金融機関に対する預金の便宜払戻
し、支払期日が経過した手形の便宜取立、
損傷銀行券の引換え、災害関係雅資に関す
る便宜措置等）

1.2O阪神・淡路大震災による被災金融機関に
対し神戸支店営業所スペースを貸与（２月３
日まで実施）

1.21-22神戸支店（２１日）・大阪支店（２２
日）、休日臨時営業を開始（神戸支店は2月
26日まで、大阪支店は同5日まで実施）

３．１外国為替市況の公表内容を変更（為替相
場公表時間帯の延長、出来値ペースから気
配値ベースへの変更等）

３３１「当面の金融鋼節方針について」を公表
(短期市場金利を引下げ）

１．１大蔵省、投資信託の改革のための関係省
令等を改正施行（資産運用・収益分配等に
ついての規制緩和、ディスクロージャー⑰
充実、公正取引ルールの整備等）

１．６－部大手生命保険会社、期IHI】10年の固定
金利貸付において順吹10年前後の市場金禾１
(10年物スワツプレート等）と連動した基
単金利の導入を発表

１．１０日米両政府、日米包括経済協議・金職サ
－ビス分野について最終合意（日本側措置
として年金資産運用への投資顧問会社のア
クセス拡充、有価証券の定義の明確化、社
債関係の諸規制・賭慣行の見直し、越境資
本取引の緩和・拡張。米側措置として銭
行・証券業務における外銀・外国証券の符
iHl改善等）

1.25大蔵省および農林水産省、農林中央金廊
に対し、普通出資者総会における議決楢の
ない優先出資証券の発行を認可（平成6年４
月に施行された優先出資法に基づくもの。
協同組織金融機関にとっては初の会員以外
からの資本調連が可能に）

２９預金保険機構、東京共同銀行に対する資
金援助を決定（400億円の金銭贈与）

３．６束海銀行の証券子会社、営業開始（東海
インターナショナル証券株式会社）

３．７全国銀行公正取引協鍍会（全国銀行協会
連合会加盟銀行で組織）、「銀行案におけ
る表示に関する公正競争規約」施行規則等
の一部を改正（預貯金の広告における流動
性預金の比較表示を解禁、４月３日実施）

３．９束京金融先物取引所、先物取引等にかか
る定率会費を引下げ（’取引単位につき,5．
→100円）

3.１０大蔵省、「金融機関の劣後特約付借入金
の期限前返済について」と題する率務連絡
を全国銀行協会連合会に通知（十分な自己
資本水醜の維持が見込まれる場合の期限前
返済の認可条件緩和等）

３１４政府、日本輸出入銀行と海外経済協力基
金の統合で合意（4年後を目途）

３２４政府、「保険業法案」を閣議決定（「外
国保険事業者に関する法律」の吸収、規制
緩和・自由化く子会社方式による生・損保
の相互参入等＞、公正な事業運営の確保等
を目的）



平成７年

(1995年）

－２－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
載

日
本
銀
行

１．１３政府、Ｉ平成7年度税制改革の要綱」を
閣議決定（租税特別措匝の整理合理化、
土地・住宅税制の減税方向での見直し
等）

1.17阪神・淡路大震災発生（兵庫県南部を
中心に、死者・負傷者、倒壊・焼失家屋
多数）

２．２２企業法制研究会（通産省産業政策局長
の私的研究会）、持株会社規制および大
規模会社の株式保有規制の見直しを提言
する報告を発表（分社化によるリストラ
や新規卒業創出等を企図した持株会社形
態の活用とそのための規制廃止の検討を
提言）

2.24行政改革推進本部・規制緩和検討委員
会、政府・規制級和推進5か年計画策定の
ための意見報告を首相に提出（規制緩和
の必要性、規制綬和推進の基本原則の明
磁化等を提唱）

3.20都内地下鉄において、毒ガス同時テロ
が発生（死者・負傷者多数）

3.27政府、「当面の財政金融運営につい
て」を発表（為替市場における適時・有
効な対応、阪神・淡路大慾災からの早期
復興等を企図した7年度補正予算の国会提
出、機動的・弾力的な金臓政策の運営）

１１世界貿易磯関（ＷＴＯ）発足

1．１オーストリア、フィンランド、スウニ
－ヂン、ＥＵに加盟

1．９オーストリア、ＥＵの為替相場メカニ
ズム（ＥＲＭ）に参加（94年12月、同時
に欧州通貨機楠くＥＭＩ＞参加文書に調
印したフィンランド、スウェーデンは
ＥＲＭへの参加を当面見送り）

１．９蝉国、「不動産実名制」の導入を発表
(架空名蕊や他人名蕊を用いての不動産
所有を禁止、７月より導入）

２．１米国、公定歩合引上げ、4.75-5.25％
２．２６イングランド銀行、ベアリング・プラ
ザーズ・グループの財産管理手続の開始
を発表（デリバティプ取引失敗の損失に
よる事実上の経営破綻）

２．２７ＢＩＳ・ユーロカレンシ一・スタンデ
インク委員会、「金融派生商品市場の実
態およびマクロプルーデンス面に与える
影響の把握方法に関する報告書」を公表
（中央銀行がデリバティプ市場のマクロ
経済的およびマクロプルーデンシャルな
影響を把握するためのデータ特定化と同
市場の透明性向上のための統計データの
収集・公表を提言）

３．１中国・外国為替取引センター、米ド
ル・香港ドルに加え、日本円の取引を開
始（中国の対日貿易の急伸等に伴う楢
極）

３．６ＥＣ通貨評駿会、ＥＭＳ通貨再調整を
実施（スペイン・ペセタ、ポルトガル．
ニスクードをそれぞれ7％、３．５％切下
げ）

3.18中国、中華人民共和国中国人民銀行法
（中央銀行法）を公布・施行

3.26ＥＵ、シニンゲン協定を発効（加盟9か
国中、イタリア、ギリシャを除く７か国に
おいて空港・港湾でのパスポートチェッ
夕廃止等、人の移動が自由化）

3.3Oドイツ、公定歩合引下げ、4.5→4％
３．３１米国連邦準備制度理事会、外国銀行藍
将強化のための新プログラムを各連邦準
備銀行に発出（個別店舗に対する格付制
度の厳格化等）
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－３－

年号 日本銀行 金融一般

平成７年
(1915年）

4.14公定歩合引下げ（商業手形割引歩合
0.75％引下げ、１％）

４．２８デリパティプ取引に関するリスク管理チ
エックリストを作成、考査先金磁機関へ送
付

ａ２７全国銀行協会連合会、銀行法第21条に基
づくディスクロージャー制度における統一
開示基準の一部改正に関する通達を発出
（「連結決算セグメント情報」を新規開
示、「破綻先債楢額」、「延滞債樋額」等
の開示充実等）

ａ２８住宅金融公庫、全国銀行個人１W報センタ
ーへの加盟決定（国民金融公庫く93年３月＞
に次ぎ、政府系金触機関として2件目）

３２８景品規制の見直し．明砲化に関する研究
会（公正取引委員会の私的研究会）、検討
結果を公正取引委員会に報告（現行景品規
制を大幅見直しく一般向け総付景品の上限
金額撤廃、懸賞最品の上限金額引上げ等＞
を提言）

３．３１政府、規制緩和推進計画（95～99年度）
を閣識決定（金融・保険分野：固定金利定
期預金の預入期間上限廃止、生・損保の子
会社方式による相互参入、金融機関店舗設
置規制の緩和等、証券分野：社債発行にか
かる適憤基単の撤廃・級和等、国際金融分
野：越境資本取引にかかる規制綬和、寄
付・贈与にかかる外国送金の許可不要額引
上げ等）

３．３１大蔵省、社債の適債基鋼の撤廃等につい
て発表（社債発行会社制限および社債発行
体に対する財務制限条項の完全撤廃く平成８
年１月より実施＞）

３．３１大蔵省、銀行法施行規則の一部を改正す
る省令を公布・施行（銀行の共同債楢頁取
機構向け信用供与を大口信用規制の適用除
外対象化）

３．３１大蔵省、国際金融取引にかかる規
について発表（狂券発行にかかる包
制度の導入、非居住者ユーロ円債の
限撤廃、非居住者国内債および居住
の適債基地撤廃等）

和
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制
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還
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４．３三菱・東京両銀行、両行の合併合意を発
表（新行名を東京三菱銀行とし、９６年４月1
日合併）

4.14北海道拓殖銀行の証券子会社、営業開始
（北海道拓殖証券株式会社）

4.19束京外国為替市場の円相場、戦後最商値
を更新（一時79円75銭、午後5時時点で80円
36銭）

５．１－部民間情報提供会社、国内円ベース
ＴＩＢＯＲ（オブァーレートの集計）に加
え、国内円ベースＴＩＢＩＤ（ビッドレー
ﾄの集計）の公表を開始

5．９三井信託銀行の証券子会社、営業開始
(三井信証券株式会社）



平成７年

(1995年）

－４－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

鱒
裁

日
本
釦
行

４．１不動産特定共同事業法施行（不動産小
口化商品市場の拡大に伴う情報開示不備
や業者倒産等による投資家の被害増大に
鑑み、⑪業にかかる許可制等を導入く事
業者の限定・行為規制等＞）

4.14政府、「緊急円商・経済対策」を決定
(公共事業等の積極的施行、公共投資基
本計画実施等内需擾興策、規制綬和・輪
入促進、金融機関不良債櫨の早期処理、
証券市場活性化等）

４１２パーゼル銀行監督委員会、「マーケッ
卜・リスクを自己資本合意の対象に含め
るための追補案」を公表（93年４月の「マ
ーケット・リスクに関する銀行監督上の
取扱い」を改訂。マーケット・リスク測
定方法の追加、リスク要因に＝モディテ
ィ・リスクを付加、オプション・リスク
の測定方法を両度化）

4.25Ｇ７（ワシントン）、共同声明を発表
(最近の為替動向が各国経済のファンダ
メンタルズを反映していないと認蹴、秩
序ある反転に向けた緊密な協力の継続で
合意）

｢銀行および証券会社の派生商品取引に
関する監督上の情報についての枠組み」
を共同公表（金融派生商品に関する報告
体制整備のため、同取引に伴うリスクや
金融機関経営に与える影響等を把握する
うえで重要な傭報を取りまとめ）
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－５－

年号 日本銀行 金融一般

平成７年
(1”５年）

５．１１短資各社、インターバンク市場における

有担保コール・翌日物、無担保コール･オ
ーパーナイト物等の取引レートにつき
1/32％刻みに加え、ｌ/100％刻みの併用を決
定（６月１日より実施。この結果、すべての
インターパンク取引について1/32％および
1/100％刻みが標廸的表示形式化）

5.11短資協会、有担コール・翌日物、無担＝
－ル・オーバーナイト物、有担・無担の期
1M11週間未満の取引指標レートの公表方法を
「取引額が最大の取引レート」から「取引
額によりウェイト付けした加重平均レー
卜」に変更（５月１６日約定分から実施）

5.15金融制度調査会・金融機関のデイ
－ジャーに関する作業部会、「金

職

資産の健全性に関する情報開示範囲
について」および「金融機関のデリ
プ取引の憎報開示について」と題弓
香を発表（開示範囲拡大の必要性、
免等債権額開示促進、デリバティヨ
関する信用リスク・マーケットリコ
開示の促進等を提唱）

す
ブ
ス

ロ
の
大
イ
吉
城
に
の

夕
関
拡
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報
利
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機
の
パ
る
金
取
ク

5.17大蔵省、金舩機関の信艶銀行子会社参入
についての方針を発表（証券子会社による
証券業務への参入を行っている金融機関の
信託銀行子会社による信託業務への参入に
つき、参入に相応しい財産的基礎等を有す
る金ｉｉｉ機関に対しては95年度中の参入実現
に向けて具体的な手続を進めることを表
明）

5.19預金保険機構、神奈川県労働金庫（友愛
信用組合の全事業を穣受）に対する資金援
助を決定（28億円の金銭贈与、７月３１日に実
施）

5.26金融制度鯛査会・基本問題検討委員会、
｢金融仲介機能の新たな展開への対応」と
題する報告書を発表（自由で効率的な金融
システムの構築、債梅流動化関係業務やデ
リパティプ取引の促進、国際的観点を踏ま
えた金融基雛鞍備の必要性等を提唱）

5.29預金を考える懇麟会（金融制度調秀会合
長の私的勉強会）、報告書を発表（預金の
商品設計の多様化促進、預金に対する信頼
砿保・{百頓低下連鎖反応の防止、金融機関
間の適正な競争促進等を提唱）

5.29全国8証券取引所において、「日経300株
価指数連励型上場投資信託」の受養証券、
上場（証券市場活性化の一環、投資信託は
初めて取引所上場）

６１日本公認会計士協会、「ローン・パーテ
イシペーションの会計処理及び表示」を公
表（同日、
ン・パーテ

大蔵省も金融機関におけるロー
イシペーションの経理処理等に

関する醐務連絡を発出）
６．２大蔵省、金融機関の店舗設置等の取扱に
かかる銀行局長通達および銀行課長・中小
金融媒長連名の率務連絡を発出（都市銀行
等に残されていた店舗設置規制の完全撤廃
等）



平成７年

0195年）

－６－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

6.13経済審錨会、
とめ（案）」を
ステムの横築く
の改善等＞、環

済
内
和
に

経
く
綬
全

新
承
制
保

ｒ
Ｔ
規
境

計画中間とりま
外開放型経済シ

綬和・市場アクセス

全に配慮した社会の
構築、世界への積極参加・貢献等）

５．３１欧j11委貝会、ｌグリーン・ペーパー」
を発表（ＥＵの単一通貨導入手順や今後
の眼題等につき取りまとめ）

6.16先進7か国首脳会鐘（カナダ・ハリファ
クズ・サミット）、経済宣言を採択（Ｉ
ＭＦに対し、金融データ１W報の十分な開
示を求めるとともに「緊急融資メカーズ
ム」の創設を要望、その他国際機関の業
務効率化等）

村
山
富
市

武
村
正
義

（
第
二
十
七
代
）

松
下

康
雄



－７－

年号 日本銀行 金融一般

平成７年

(1915年）

７．４即日決済の入札式手形買いオペを実施
７．７「当面の金磁調節方針について」を発表

（短期市場金利を、平均的にみて公定歩合
をある程度下回る水準まで引下げ）

7.11「復興支援貸出について」を発表
（阪神・淡路大蔵災の被災地域で希望する
金融機関に対し、総額5000億円を限度に復
興支援貸出く公定歩合適用、期間,年を目
途＞を決定）

7.20即日決済の入札式手形売りオペを実施
７．３１全国信用協同組合連合会に対
会が＝スモ信用組合に対して
要する資金を融通するための
いて、日本銀行法第25条に基

の
預
所
づ

合
に
つ
行
関

連
し
に
を
に

同
戻
金
通
合

、
払
資
融
組

し
金
要
く
用 く

うことを決定（併せてコスモ信用
する総裁麟話を発表）

６．７保険業法改正法公布（子会社方式による

生・損保の相互参入、健全性維持のための
指標導入、保険契約者保護基金画11殻を含む
経営危機対応制度の導入等）

６．８大蔵省、「金融システムの機能回復につ
いて」を発表（金融システムの健全化・活
性化を企図したディスクロージャーの拡
充、不良債椎処理方策の拡充、経営基盤強

化の促進、金融機関検査・監督の充実、適
切な経営破綻処理等を提ﾛ目）

６．９外国為替等審畿会（蔵相の諮問機関）・国
際金融取引における諸問題に閲する専門部
会、「変貌する国際的な資金の流れと日本
の役割一多様なアジアへの日本の対応一」
と題する報告書を取りまとめ（アジア各国
の資金需要・調逮状況と各国の課題、日本
の役割等を分析）

6.21日本証券業協会、「店頭登録特則銘柄に
ついて」と題する報告書を発表（現行登録
基準に達しない研究開発型企業等の株式店
頭市場での資金調達可能化のため、店頭壁
録特則銘柄制度の導入を提唱）

6.23大蔵省、金融制度調査会に金融システム
安定化委員会を設置

6.23大蔵省、理財局長の私的研究会として
「財政投砿資の将来」研究会を設置（郵便
貯金・年金積立金の中長期的動向鯛査、財
投統合管理・運用システムの検討、財投有
償資金の充当対象政策分野の検討等）

6.3O日本商工会議所、「不良債権問題解決の
ための提言一公的資金の導入について－」
と題する報告書を取りまとめ（不良債権早
期処理のため、金融機関自助努力補完策と
して出資・融資を中心とする公的資金導入
を提言）

、
資
取
融
中

研
長
テ

不
の
ま
関
と

ｒ
金
り
機
心

ｚ３経済団体連合会、「不良債槽問題に対す
る考え方」と題する報告書を取りまとめ
(不良債権早期処理のため、財政資金導入
の検討を提言）

7.18束京証券取弓|所、中期国債（償還期限５
年）を対象とする中期国債先物取引制度導
入を決定

7.19日本証券業協会、店頭登録特則銘柄制度
（第二店頭市場）の創設を決定

7.24さくら銀行、lか月据置き後解約自由の新
型通知預金を発売（都銀初）

7.31束京都、＝スモ信用組合の一部業務停止
命令を発出（原則として頂金払戻し業務は
継続）



平成７年

(1995年）

－８－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

６．２７政府、緊急円商・経済対策の具体化．
補強を図るための諸施策を閣鐘決定（内
論掘興く公共事業施行促進等＞、経済梢
造改革推進く経済フロンティアの拡大、
産業構造転換の加速化、輸入・規制綾Ｔｐ
の促進等＞、円商対応策く総合的価用対
策の実施、中小企業経営基盤の安定強化
等＞、証券市場活性化、金融システムの
安定性砿保等）

7.18政府、「規制紐和推進の現況」（規制
綬和白書）を閣議決定（公的規制の現
状、規制級和の推進状況、今後の規制綾
和の推進）

7.25経済同友会、「『公的金融・財政投融
資』の裸題と見直しの方向」と題する報
告書を取りまとめ（公的金融・財政投融
資システムの規模の巨大性・不透明性等
を指摘、規模縮小・iW報開示の充実等を
要望）

7.27行政改革委員会規制緩和小委員会、「規綴
、
伽
と

制
宅
野
ま

》》醗
淨”癖
に
報
目
ｊ

和
惰
項
め

を公開（土地住
証券・保険等各分
関する論点を取り

７．１中国、「中華人民共和国商業銀行法」
を施行

7.24「金融コングロマリット三者会合」
(G10諸国の銀行・証券．保険監督当局
者が個人的資格で参加する非公式会合と
して、バーゼル銀行監督委員会の提唱で
93年設置）、金融＝ングロマリット監督
に関する報告書を取りまとめ（＝ングロ
マリットの自己資本についての監督方式
の砿立、監督当局間の連携強化、権限強
化等を提唱）

７．２７０ＥＣＤ、移転価格税制に関する新ガ
イドライン（第１部および第２部の一部）
を公表（16年ぶりの改訂、移転価格算定
に当っての取引単位法の優先、同法が適
合しない場合には取引単位営業利益法を
利用すること竿を提言）

7.28世界貿易機関（ＷＴＯ）・金融サーピ
ス貿易委員会、金融業務の最恵国待遇ル
ールを盛り込んだＥＵ案につき哲定合意
(米国を除く。効力は97年12月末まで）

7.28ベトナム、東南アジア諸国連合（ＡＳ
ＥＡＮ）に加盟

村
山
富
市

武
村
正
義

（
第
二
十
七
代
）

松
下

康
雄



－９－

年号 日本銀行 金融一般

平成７年

(1195年）
８．３０全国信用協同組合連合会に対し、同連合
会が木津借用組合に対して頂金払戻しに要
する資金を砿通するための所要資金につい
て、日本銀行法第25条に基づく融通を行う
ことを決定（併せて木津信用組合に関する
総裁鱗話を発表）

8.3O兵庫銀行に対し、同行の経営Ｍ１題に関す
る処理方策が実施されるまでの１１i、預金払
戻し等、営業を継続するための所要資金に
ついて、日本銀行法第25条に基づく融通を
行うことを決定（併せて兵卑銀行に関する
総裁談話を発表）

９．８公定歩合引下げ（商業手形割引歩合０５％
引下げ、０．５％）、併せて市場金利の引下げ
措置を実施（短期市場金利を新たな公定歩
合をやや下回る水準まで引下げ）

9.20束京外国為替市場の取引商（直物、先
物、スワップ取引を対象、９５年４月中）の調
査結果を発表（ＢＩＳによる3年毎の主要各
国集計の一環。１日平均取引高の大幅伸長、
円対価取引ウェイトの続伸等）

9.26短資会社が入札方式によりＣＤを頁入れ
るための日銀貸出（いわゆるＣＤオペ）を
実施

９２６大和銀行ニューヨーク支店における損失
の発生について、総裁談話を発表

８．３大蔵省、金砿制度調査会に金融機能活性

化委員会を設置
8.28束京都、コスモ信用組合の破綻処理につ
き、大蔵省・日本銀行・関係金融機関等間
での処理スキームに関する基本的合意到達
を発表（回収可能な延滞債権をく社＞東京
都信用組合協会に有償額渡の上、同信組の
全事業を東京共同銀行に譲渡。東京共同銀
行には預金保険機榴・同信組への貸付金融
機関・日本銀行等が支援等）

8.30大阪府、木津信用組合の一部業務停止命
令を発出（原則として預金払戻し業務は継
続）

8.30大蔵省、兵庫銀行の破綻処理方針を公表

(同行澗算、全事業を譲受する新銀行設
立、不良債権処理策く同行自己資本の全額
取崩し、預金保険機構からの資金援助、新
銀行の合理化努力による不良債梅償却＞、
日本銀行法第25条に基づく融通による営業
譲渡までの営業継続に必要な所要資金融資
および新銀行に対する必要な信用補完の実
施）

９．５企業の資金調達円滑化に関する協議会
(民間企業大手64社で組織）、「金臓．証
券分野における規制緩和に関する意見香」
を行政改革等委員会等に提出（金融・証券
分野規制の原則撤廃を軸に2週間未満のＣＰ
発行規制の即時撤廃等を要望）

９１８短資取引担保センター（短資協会運
営）、営業開始（短資取引にかかる担保品
を担保センターに集中し、当蛎者問の担保
品の移転を帳簿上の振替で済ませることに
より担保債権の効率化と安全性の向上を実
現）

9.18束海銀行の信託銀行子会社、営業IlII始
（東海信託銀行株式会社）

9.22農林中央金庫の信舵銀行子会社、営業開
始（農中信託銀行株式会社）

９２６大和銀行、同行ニューヨーク支店職員の
不正事件により、約11億ドルの損失発生、
および同損失を平成7年度中間決算で一括処
理する旨公表

9.27金融制度綱査会・金融システム安定化委
貝会、金融機関の不良債樋問題に関する審
鐘経過報告を発表（不良債梅総額約40兆円
は金融機関全体として克服可能と判断。不
良債樹ディスクロージャーの必要性、経営
破綻の対応策砿立の緊要性、住宅金融専門
会社不良債梅の早期処理等を提言し、時限
的公的資金導入の検討も提言）

9.27大蔵省、「金融機関の不良債権の早期処
理について」を発表（ディスクロージャー
拡充、破綻処理方法等の改善、預金保険料
率の引上げ、信用組合経営健全化、住宅金
融専門会社不良債権の受け皿機関の検討、
公的資金の時限的導入の検討を提言）

9.27日本証券業協会、「株式ミニ投資の取扱
いについて」を制定（個人投資家の株式投
資促進を目的に、１売買単位の10分の1単位
の株式を持分とするミニ投資を10月２日より
開始）



平成７年

(1995年）

－１０－

政治・経済等 海外
首
相

大
茂
大
臣

健
独

日
本
銀
行

８．２大蔵省、「円ii】i是正のための海外投冊Ｉ

資促進対策について」を発表（機関投資
家等による海外投融資の促進、公的機関
による資金協力の促進）

9.20政府、「経済対策一殿気回復を碗実に
するために－」を決定（事業規模過去最
大の14兆2200億円、内需拡大く公共蛎業
の推進、土地有効利用の促進等＞、証券
市場活性化く債券貸借にかかる現金担保
への付利制限廃止＜平成7年中＞、償還期
間2週間未満のＣＰ発行の解禁等＞、中小
企業対策・歴用対策の促進、経済構造改
革の促進く科学技術・傭報通信の振興、
新規事業育成、規制緩和の促進＞等）

9.29政府、国家行政組織法第8条に基づき設
固される審議会等の設置および運営に関
し、透明な行政運営の砿保、行政の簡素
化・効率化等を図るための措置について
閣議決定（新設審鍍会等の10年後を目途
とした継続必要性の再検討、会鍍・議事
録の原則公開等）

8．Ｚ米国連邦廻備制度理WJ会・通貨監督
庁・連邦預金保険公社、自己資本規制に
金利リスクを付加した新ルールを公表
(但し12月１２日、同ルールの再検討が決
定）

８１８ＥＣＨＯ（ExchangeClearingHouse
Limited、英国法人として設立）営業開始
(世界初の外為取引における国際的な銀
行間の多角的ネッティング機構）

8.2４ドイツ、公定歩合引下げ、４→3.5％
８．２５米国財務省、日本の資本市場と国際金
融に関する鍍会の報告書を公表（日本に
おけるバブル経済の発生と崩壊の要因分
析と、それに対する財政・金融当局の対
策をサーベイ）

村
山
富
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武
村
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-１１－

年号 日本銀行 金融一般

平成７年
(1115年）

10.26-27金融研究所、第７回国際コンファレン
スを開催（テーマ「より有効な金融政策を
めざして」）

１０３１日本銀行法第25条に基づく貸出に対し、
償却蝋備金の積立を決定（11月16日実施）

11.1ＯＣＰオペ（コマーシャル・ペーパーの完

戻条件付貿入）の再llIIを発表（91年11月以
来4年ぶり、２０日オファ－．２２日実行）

11.13歳出集中払ＭＴデータ伝送システムを稼
働

11.22木津信用組合の処理方針を発表（預金保
険樋構のペイオフーストを超過する資金援
助を可能にするための制度改正、東京共同
銀行を破綻処理の時限的機関く日本版ＲＴ
Ｃ＞とし、同信組事業を譲受する等の大蔵
省の意向表明について言及した上、預金払
い戻しのための資金Mt通の継続を表明）

11.27国債現物から登録債・振決債への笠録．
寄託請求に伴い受入れる国債証券につき新
雑回収ＯＣＲシステムを稼働

9.28大蔵省、Ｉ小口債権販売に係る業務の取
扱いについて」の通達を一部改正（小ロ債
樋販売業者がリース・クレジット会社から
基本債梅を譲受できることを明確化）

9.29大蔵省、「預金、貯金及び定期積金の商
品性及びその取扱いについて」通達を￣部
改正（預金・定期積金の商品設計の原則自
由を明磁化、届出制廃止、ＣＤの最長発行
期間の延長く2年以内→5年以内＞、固定金
利型定期預金最長預入期間制限の撤廃、対
HUi客１W報提供の拡充等）

９．２９証券取引審鍍会、「店頭特則市場の株式
公開制度等の在り方について」を発表（公
開前の株式移動および第三者割当墹賓に対
する規制緩和、公開株の価格決定方法にお
けるブックビルディング方式の採用、株式
公U11時等における証券会社の顧客に対する
配分上限規制の適用除外）

1ｑｌ２経済団体連合会、「規制綾和推進計画の
改定に望む」と題する報告書を総務庁に提

出（時価発行増資規制の撤廃、社債商品の
多様化、ＣＰに関する規制緩和の徹底、金
朧機関業態別子会社の業務範囲拡充、金廠
持株会社制度創設等を要望）

10.16短資各社、有担保コール・翌日物、
保コール・オーバーナイト物の貸借仲
務を拡充（午後3時から翌日午後3時、
5時から翌日午後5時の24時間物を追加）

担
業
後

無
介
午

10.20大蔵省、償還期間2週間未満のコマーシャ
ル・ペーパーの発行を解禁

１０２５金融１W報システムセンター・ＥＤＩ研究
会、「フィナンシャルＥＤＩに当たっての
課題」と題する報告書を公表（産業界の売
掛金梢込み業務の効率化ニーズに対し、マ
ツチングキー方式の採用等を提言）

1O27みどり銀行設立（兵庫銀行から全事業を
譲受、９６年１月29日営業llII始）

10.31連立与党の金融・証券プロジェクトチー
ム、「与党金融・証券プロジェクト中間報
告」を公表（金砿機関破綻に備え、現行預
金保険制度の発勅を超えた特別基金の設
置、プロラタＰ＆Ａや付保限度内預金移転
等多様な破綻処理方法の導入等を提言）

１１．１都銀各行、ＣＤ・ＡＴＭの平日稼働時間
延長と祝日稼働を実施（平日午前8時45分～
午後7時→午前8時～午後9時、同３日より一
部を除き午前9時～午後5時の祝日稼働を開
始）

１１．１束洋信託銀行の証券子会社、日本興業銀
行の信託銀行子会社、それぞれ営業開始
（東洋僧証券・興銀信託銀行各株式会社）

１１．３大和銀行、米国監督当局（連邦準備制度
理事会、連邦預金保険公社およびニュー
ーク州銀行局）による全ての在米支店、
理店、駐在員事務所並びに大和トラスト
業務を終結させる命令の発出に同意した
発表

ョ
代
の
旨



平成７年

(1995年）

－１２－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

紛
戟

日
本
銀
行

10.30公正取引委員会、。ＩＦ業者団体ガイドラ
イン「卒業者団体の活動に関する独占禁
止法上の指針」を全面改正（公的規制、
行政等に関連する行為についての指針、
参入制限行為等についての指針、自主規
制等についての指針の追加等）

11.14大蔵省、「平成8年度の財政事情につい
て」を発表

１１２９経済審議会、新経済計画「構造改革の
ための経済社会計画一活力ある経済・安
心できるくらし－」を首相に答申（自由
で活力ある経済社会の創造くiHiコスト構
造是正、健全な金職システムの榊築
等＞、豊かで安心できる経済社会の回り
道、地球社会への参画く内外にIlIIかれた
システムの構築等＞、発展基盤の確立、
行財政改革の推進等）

１０．７Ｇ７（ワシントン）、主要国通貨動向の
各国経済ファンダメンタルズと整合的な
トレンドを歓迎、為替市場における緊密
な協力等で合意

10.16米国議会下院・銀行委員会、日本の金
融システムに関する公聴会を実施

１０１８米国、セキュリティー．ファースト゜
ネットワーク・パンクが取引開始（米国
初のインターネット専門銀行）

10.24ＢＩＳ、主要26か国を対象とした外国
為替市場取引商の鯛査結果を公表（世界
ベースでの取引商は92年比＋50％、通貨
対象別シェアではドル83％、マルク
37％、円24％、マーケット別シェアでは
ロンドン30％、ニューヨーク１６％、東京
10％等）

11.15バーゼル銀行監督委員会および証券監
智者国際機構専門委員会、「銀行および
証券会社によるトレーディングおよび派
生商品取引のパブリック・ディスクロー
ジャー」と題する報告書を共同公表（国
際的に業務を展開している主要銀行・証
券のディスクロージャー状況を分析の
上、一周のディスクロージャーの改善を
提言）

11.16米国連邦鎚備制度理事会、連邦翠備制
度加盟州法銀行と銀行持株会社のリスク
管理体制の格付実施のため、新ガイドラ
インを公表（経営陣による監視、取引限
度額制限、リスク測定法や管理情報等の
水地、内部管理体制等を格付基準として
提示）
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－１３－

年号 日本銀行 金融一般

平成７年
(1915年）

12.12オペ情報等ベンダー提供システムの運用
を開始

12.15日本銀行券発行限度を47兆2000億円に改
定（従来は43兆9000億円）

12.19金磁派生商品市場の取引Fli（95年４月中）
および残ilji（95年３月末）の調査結果を発表
（ＢＩＳが3年毎の外国為替市場取引商調査
と併せて実施した、初の主要各国集計の一
環。日本市場の想定元本ベース残商はＯＴ
Ｃ取引8.3兆ドル、取弓|所取引4.2兆ﾄﾞﾉﾚr１
日平均取引高はＯＴＣ取引1.3千億ドル、取
引所取引4.5千億ドル等）

11.１０大蔵省、Ｉ

後銀行行政と
（外国金融謄
換および海外
性等）

今
表
交
要

て
公
報
必

し
を
情
の

連
ｊ
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実

関
題
密
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に
媒
緊
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理
き
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検

処
ベ
ー
・

の
す
の
智

行
応
と
監

銀
対
局
の

和
て
当
点

大
し
督
拠

11.13全国銀行データ通信システム、第４次シズ
テム稼働（処理能力の向上、センター・ホ
ストーンピューターにマルチホスト構成を
採用するなど、システムの安全性・信頼性
が向上）

11.13束京金融先物取弓l所（ＴＩＦＦＥ)、ロン
ドン国際金融先物取引所（ＬＩＦＦＥ）お
よびロンドン・クリアリング・ハウス（Ｌ
ＣＨ）がユーロ円短期金利先物にかかる業
務提携を発表（96年４月を目途にリンク取引
を開始する予定）

11.14大蔵省、平成7年９月末の預金取扱金融機
関の不良債樋等の状況を発表（速報ベー
ス、不良債櫓総額37.4兆円、うち要処埋見
込額く総額から担保カバー分・償却勘定残
商の差引分＞18.3兆円）

11.16全国銀行協会連合会、短期金駐市場の実
勢を反映した日本円のレファレンス・レー
トとして日本円ＴＩＢＯＲの公表をM1始

11.24都銀11行、金利減免等債樋を開示（不良
債楠残商13.5兆円、うち金利減免等債権５．４
兆円）

11.2７長期信用銀行3行および信託銀行7行、金
利減免等債権を開示（不良債樋残高10.2兆
円、うち金利減免等債楢5.3兆円）

11.28日本相互証券・業務検討委員会、銀行．
証券両業界での合意を受け、国債取引（割
引短期国債を除く）の決済方式を、従来の
｢５．１０日決済」から「Ｔ＋7のローリング決
済（約定から7営業日後の毎営業日決済）」
に移行することを決定（平成8年10月１日決
済分く９月１９日約定分＞から実施予定）

11.30大蔵省、「「「預金、貯金及び定期積金
の商品性及びその取扱について」の一部改
正について」通運の実施について」の珈務
連絡を発出（預金保険対象商品を明示した
ポスターの掲示開始日を平成8年１月４日に殻
定）

11.3O福井県、福井県第一信用組合の処理方針
を公表（福井銀行に事業猿渡）

１２．７大阪府、大阪信用組合の処理方策を公表
（東海銀行に卒業譲渡）

12.13地方銀行および僧詑銀行、平成8年度第１
四半期を目途としたＣＤオンライン提携実
施を発表

12.15大戯者、「証券分野の規制綬和等につい
て」を発表（株式市場活性化く株式公Ｉ！11制
度・取引所上場基地の見直し＞、公社債市
場の整備く発行・流通市場の整備、クロ
'ス‘ボーダー取引の促進＞、証券経営のり
ストラ支援措置等）



平成７年
(1195年）

－１４－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
鹸

日
本
銀
行

２１４行政改革委員会（総理府内の第三者機
関）、「規制緩和の推進に関する意見
（第１吹）－光り師<国をめざして－」を
首相に提出（銀行・証券・信託の業態別
子会社の業務分野の規制緩和、ＣＰ発行
適格基地・償還期限緩和、持株会社規制
の廃止、大規模会社の株式保有総額規制
の廃止等）

２．２５政府、「当面の行政改革の推進方策に
ついて」（行革大綱）をＭＩＩ錨決定（規制
綾和の推進、特殊法人等の改革推進、行
政情報公開の推進・行政手続の適正化、
行政組織合理化等を提言）

１１．１９７シ了太平洋経済協力会鍍（ＡＰＥ
Ｃ）、「ＡＰＥＣ経済首脳の行動這
言」・「大阪行動指針」を採択（94年可
ゴール宣言く先進国は2010年、開発途」
国は2020年までに自由開放型貿易・投鼠
体制を整備＞逮成のための政策協調、娼
済・技術協力の推進等）

2.12パーゼル銀行監督委員会、マーケッ
卜・リスク規制の決定を公表（銀行に特
にトレーディング業務を通じて負う価格
リスクに対応した自己資本を確保させる
ことを通じて、国際的銀行システムおよ
び金駐市場一般の健全性、安定性の強化
を企図

的
全

を
資
銀
性

公
通
本
行

う
六
』
ム

せ

２．１４ボスニア・ヘルツェゴピナ包括和平協
定調印．

２1５ドイツ、公定歩合引下げ、３．５→3％
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－１５－

年号 日本銀行 金融一般

平成７年
(1995年）

12.26海外店考査等の改善・強化策について発
表（海外店考査等の見直しく在ニューヨー
夕主要邦
時におけ

両度化く
ラム

スト

化）

の
臨
ア
訂
海

店
外
１
改
、

支
海
二
、
ン

銀
る
マ
用
示

邦
け
く
活
開

要
お
化
の
の

支店の遮点チェック、本店考査
店の充実＞、考査手法の

ユアル整備、汎用監査プログ
改訂版リスク管理チニックリ
、海外中央銀行等との連携強

12.19束攻証券取引所、株券上場審査基準等の
改正、上場基準に関する特則の新設を正式
決定（東証2部上場基地の緩和、２部特則市
場のilj設く新規珈業を想定、同時に大阪・
名古屋両証券取引所も市場2部、新2部統合
の上、上場基準緩和、市場第２部特則銘柄制
度く研究開発型ベンチャー企業等を対象＞
を創設、９６年１月１日同時施行）

12.19政府、「住専問題の具体的な処理方策に
ついて」を閣議決定（住専処理機構の設
立、関係金融機関に対する支援要請、預金
保険機構に住専勘定の設置と同勘定への
6800億円の財政支出、日本銀行の同勘定へ
の資金供与等の要舗、債権回収の促進等）

12.20大蔵省、債樋貸借取引の取引担保金に関
する事務連絡を改正（取引担保金に対する
付利制限の廃止、取引担保金額にかかる下
限規制く105％＞の廃止）

１２２２金駐制度調査会、「金Niシステム安定化
のための諸施策」を蔵相に答申（不良債椎
問題の早期処理、金融機関経営の健全性確
保、金磁機関破綻処理方策く破綻処理手続
の整備、預金保険制度の見直し等＞の整
備、信用組合の検査・監督充実・業態転換
の検討、住専問題の早期解決等を提言）

１２２２第一勧業銀行の信託子会社、営業開始
（第一勧業信託銀行株式会社）

12.26大蔵省、「今後の金磁検査・監督等のあ
り方と具体的改善策について」を発表（金
融機関のリスク管理体制・内部管理体制の
充実く内部検査の充実、外部専門家による
業務監査実施、市場リスク管理体制確立
等＞、金融行政手法の抜本的見直しく早期
是正措置の導入および外部監査活用等＞、
外国監督当局との一層緊密な情報交換の促
進等）

12.28三和銀行の信託子会社、営業開始（三和
信託銀行株式会社）



平成７年

(1995年）

－１６－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

趣
致

日
本
銀
行

1Z.Ｚノ公正取引委員会・独占禁止法第４章改正
問題研究会、持株会社禁止制度の在りﾌｂ
に関する中間報告香を発表（蛎業支配士
の過度の集中防止に反しない範囲内でａ
同制度の見直しを基本的に是寵）

Iz･ｌＵＢｌｓ、主畏26かlｴIを対象とした金閉
派生商品市場取引商・残商の鯛在結果を
公表（世界ベースでの想定元本ペース耐
引残FiiはＯＴＣ取引41兆ドル・取引所耶
引17兆ドル、１日平均取引高はＯＴＣ取弓
0.8兆ドル＜マーケット別シェア：英匡
42％、米国20％、日本17％＞取引所取弓
1.1兆ドル＜同シェア：日本40％、英匡
22％、米国17％＞等）
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年表追補９９６年）

１

年号 日本銀行 金融一般

平成８年
(1996年）

１．８国際局、「国際収支システム」稼働開始
（統計作成事務の効率化を企図）

1.16都銀９行を対象とした貸出限度額（クレ
ジットライン）制度を廃止（貸出に依存し
ない資金供給・吸収を可能にし、オペ中心
の金融調節を続行する意図に基づいた措置）

1.25貯蓄広報中央委員会（事務局・情報サー
ビス局）、パソコン通信による惜報提供サ
ービス開始（日本銀行刊行物情報、金融郷
済情報、家計クリニック等）

1.29日本銀行法第25条に基づき、みどり銀行
に対し劣後特約付貸付を実施（貸付金額1,
100億円、期間10年間、2002年以降均等返
済）

2.2、大蔵省およびその代理人としてのl]本銀
行、アジア・オセアニア通貨当局との協力
に関して発表（為替相場安定のため、新た
に香港・シンガポールが日本の委託により
自国市場でドル・円に係る為替介入を行う
アレンジメントを設定）

2.26業務局、「日銀ネット国債付記登録シス
テム」稼働開始（登録国債への担保権設定
の機動化、担保繰りの順便化を企図）

１．１大蔵省、国内で発行される社憤発行につ
いての適債基準および財務制限条項を撤廃

１．１債券貸借取引への現金担保付利制限撤廃
（いわゆる「日本版レポ取引」の成立）

1.16金融制度調査会･金融機能活性化委員会、
金融機関のトレーディング勘定への時価会
計の導入について立法措温等を図ることを
了承

1.23経済同友会の金融・資本市場委員会、
｢東京マーケットの将来ビジョン（資本市
場を中心として）」と題する提言を発表
(マーケット・メカニズムに基づいた自律的
な市場の運営・管理、創造的な金融仲介機
能の発揮、アジアのハブ・マーケットとし
ての機能発揮を企図した施策の必要性等を
提言）

1.29みどり銀行、兵庫銀行から事業の全部を
譲り受け、営業開始

1.29預金保険機構、みどり銀行に対し、４，
７３０億円の金銭贈与を実施

1.30政府、「住専処理方策の具体化につい
て」を閣議了解

1.3ｌさくら銀行の信託銀行子会社、営業開始
(さくら信託銀行く株＞、設立は95年12月
28日）．

２２大和銀行、米国購督当局の命令に従い、
米国からの撤退手続きを完了（住友銀行と
の間で米国拠点の資産・営業等の譲渡契約
を締結）

２．２政府、「住宅金融公庫法等の一部を改正
する法律案」を閣議決定（金利体系の改
善、特別割増貸付制度適用期限の延長等）

２．５ＢＡＮＣＳ（都銀キャッシュサービス、都
銀11行のＣＤオンライン提携ネットワー
ク）、平日（月～金）の稼働時間延長およ
び祝日稼働を開始（平日く８：４５～１９：００
→８：00～２１：００＞、祝日は１月1-3日、
５月3-5曰く日曜は稼働＞を除く全日稼働）

２．８大蔵省、「国際金融取引に係る規制緩和
について」を発表（証券会社による非居住
者投資家との円金利スワップ取引の解禁、
居住者の対外ポートフォリオ投資用外貨連
海外預金等の許可不要限度額の引き上げ
等）

２．９政府、「特定住宅金融専門会社の債権債
務の処理の促進等に関する特別措置法案」
を閣議決定

２．９証券取引審議会、デリパティプ特別部
会、「証券会社のトレーディング業務への
時価法の導入について」を発表（わが国証
券会社の業務の国際的競争力を維持するた
め、トレーディング業務への時価法を導入
すべ<早急に対応を図る必要がある旨提
言）

2.16預金保険機綱、コスモ信用組合から事業
の全部を誠り受ける予定の東京共同銀行に
対して、事業誠受日に1.250億円の金銭贈
与を実施することを決定

2.16束京証券取引所、中期国債先物の取引を
開始（標準物額面100円、年利６％、償還
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1.11村山内閣総辞職、橋本魂太郎内閣成立
1.12政府、「平成８年度税制改正の要綱」
を閣議決定（所得税特別減税実施、土
地・証券税制の減税方向での見直し等）

1.18経済団体連合会、「魅力ある日本一創
造への責任一」と題する経済社会の長期
ビジョンをとりまとめ（2020年を念頭
に

唱
｢活力あるグローバル国家」を提
経済・技術、政治・行政、外交・国

際交流、教育、企業の５分野にわたって
実現のための課題を提言）

1.22政府、「平成８年度の経済見通しと経
済迦営の基本的態度」を決定（経済運営
の重点として景気回復の確実化、経済樹
造改革の推進、国民生活の充実、行財政
改革の推進、国際的役割の遂行等を指
摘）

２．８厚生省、厚生年余基令等の運用規制の
緩和について発表（運用拡大と従来運用
の区分撤廃、信託銀行の５：３：３：２規
制の撤廃、国民年余茎令の厚生年金なみ
の運用の自由化等）

２．９政府、「勤労者財産形成促進法の一部
を改正する法律案」（財産形成貯蓄活用
助成金制度く仮称＞の創設、中小企業に
おける財形事務の事務代行制度の創設
等）

１．３中国人民銀行、全国35都市をつなぐイ
ンターパンク市場を創設

1.１０バーゼル銀行監督委員会、マーケッ
卜・リスク規制全文を公表（1997年末よ
り実施）

1.12中国民生銀行営業開始（95年７月の商
業銀行法制定後初の民営企業出資銀行）

1.20Ｇ７（パリ） 議長総括（持続的成長
と雇用促進、経済構造の重視等）

1.31米国、公定歩合引き下げ、5.25→５％
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3.18調査統計局、「国内銀行」の集計概念を
創設（「経済統計月報」３月号掲載分から
公表開始く従来の「全国銀行」に信託銀行
子会社、外銀信託を追加＞）

3.29太平洋銀行の処理方針について対外発表
(支援４行くさくら、富士、東海、三和各
銀行＞が太平洋銀行の事業を譲り受ける新

銀行を設立する等）

期限５年等）
2.16短資協会、コール・手形取引につき１か
月ターム別出来高累計を翌月第２営業日に
公表すると発表（平成８年２月分より開
蛤）

2.19生命保険協会、「魅力ある社債市場の形
成に向けて」と題するレポートを発表（国
内公募普通社債市場活性化のための課題。
要望をとりまとめ、機関投資家の基本的な
投資スタンスを提示）

2.26大蔵省、内国資産流動化証券の開示ルー
ルに関する省令改正を発出（内国資産流動
化証券を証券取引施行令に定める「特定有
価証券」に指定等）

2.28大和銀行、米国連邦検察局との間で３億
4,000万ドルの罰金を支払う旨の司法取引
で合意

３．４全国銀行協会連合会、有価証券報告書に
おける貸借対照表の注記事項として「金利
減免等債権額」を開示することを決定（都
銀、長期信用銀行、信託銀行は必須、その
他の銀行は任意）

３．５与党３党（自由民主党、社会民主党、新
党さきがけ）、「住専問題に関する新たな
措極について」を発表

３．５全国銀行協会連合会、決済リスク検討特
別部会の設圃を決定（外国為替専門委貝会
の下部組織、金融機関の決済リスク対策の
検討を目的）

３．６あさひ銀行、信託銀行子会社を設立（あ
さひ信託銀行く株＞、３月28日営業開始）

3.11（社）日本貿易会、「為替管理制度の抜
本的見直しへの提言一過剰な規制の撤廃に
よりわが国経済の活性化を－」をとりまと
め（決済方法に関する規制の撤廃、資本取
引に係るrrI前許可・届出制を事後報告制に
移行すること等を提言）

3.14金融怖報システムセンター（ＦＩＳ
Ｃ）、電子決済に関する報告書を公表（電
子決済実現に向けての課題についてとりま
とめ）

3.14企業の資金調達の円滑化に関する協議会
(大手64社で組織）、「国際金融･為替取引
の規制緩和に関する意見香」をとりまとめ
(為銀集中主義の廃止、許可･事前審査付届
出規制の撤廃を提言）

3.15大蔵省、ＣＰ等の取扱いに関する通達を
一部改正（国内ＣＰの期間拡大く９か月以
内→１年未満＞、発行適格基準の緩和等）

3.15大蔵省、「居住者ユーロ円債の還流制限
の緩和等について」と題する事務連絡を発
出（居住者ユーロ円債還流制限の緩和、居
住者社債発行プログラムに係る格付取得の
廃止等）

3.15全国銀行協会連合会、金融ＥＤＩの全銀
協標準（マッチングキー方式）を決定し、
｢総合振込、入出金取引明細および振込入
金通知に係る磁気テープおよびフロッピー

ディスク取扱基準の改正について」通達を
出状（金融ＥＤＩへのニーズ＜売掛金消込
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3.13行政改革委員会、「官民活動分担小委
貝会」を設碩（行政と民間の活動領域分
担のあり方についての、専門的な調査.
検討を目的）

3.26経済団体連合会、「連結納税制度導入
に関する提言」をとりまとめ（連結納税
制度の早期導入を提言した上でその基本
的な仕組みを提示）

3.26経済団体連合会、「税制改革に関する
提言」をとりまとめ（間接税の比率を高
める方向での直間比率の是正、金融・証
券税制改革の促進、土地税制等の見直し
等を提言）

3.28住民記録システムのネットワークの柵
築等に関する研究会（自治省行政局長の
私的諮問機関）、報告香をとりまとめ
(住民記録台帳を基礎としたネットワー
クシステムの早期導入を提言）

3.1７アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥ
Ｃ）の蔵相会議、共同声明を採択（現在
のマクロ経済上の課題、金融資本市
場、インフラ整備のための資金の動員、
為替変動の貿易・投資に与える影響、以
上４テーマにつき今後の安定的・協調的
な制度整備等を提唱）

3.27ＢＩＳ支払・決済システム委員会、
｢外為取引における決済リスクについて」
と題する報告詩を発表（民間部門と中央
銀行の協力による外為取引の決済リス
ク＜いわゆるヘルシュタット・リスク＞

の削減策を提示）
３２９ＥＵ力Ⅱ盟首脳、臨時欧州理事会を開催
(将来のＥＵ加盟国拡大に備えた欧州連
合条約見直しのための政府間会議開会を
宣言）
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4.12国際局、「海外経済動向」を作成（対外
広報充実化の観点から４半期に１回発表）

4.22府中電算センターのパック･アツプセン
ター（大阪支店内）設置・稼働開始（決済
システムに関する災害対応、危機管理強化
寺企図）

4.25大蔵省およびその代理人としての日本銀
行、アジア通貨当局（オーストラリア、香
港、インドネシア、マレーシア、フィリピ
ン、シンガポール、タイ）との米国債レポ

業務の効率化＞に対応。１２月16日より実
施）

3.19日本証券業協会、現今ｷ日保付債券貸借取
引について、「償券貸借取引に関する基本
契約曹」（ひな型）の改訂を決定

3.21大蔵省、「対外決済に係る規制緩和及び
いわゆる証券外為の拡大について」を発表
(決済関係の規制緩和く交互計算制度の抜

本的規制緩和、当事者間の相殺等の包括許
可等＞、証券外為関係の規制緩和く先物為
替予約締結可能期間の拡大、通貨関連デリ
パティプ取引にかかる規制緩和等＞）

3.21大蔵省、「証券分野における規制緩和の
基本的方向」を公表（時価発行公募増資に
かかるガイドラインの撤廃、私募償の発行
制限の撤廃等）

3.21日本証券業協会、「エクイティ・ファイ
ナンスの自由化とそれに伴うディスクロー
ジヤーの充実について」を発表（発行会社
に対するディスクロージャーの充実･要請、
開示摘報のフォロー･アップと結果公表等）

3.22外国為替等審議会（蔵相、通産相の諮問
機関）・国際金融取引における諸問題に関
する専門部会、「国際金融取引における現
代的展開と取引環境の整備について－国際
金融業務の新たな動きと規制緩和一」と題
する中間報告を発表（決済・証券関係の外
為規制の即時緩和の必要性等を指摘）

3.25束京共同銀行、コスモ信用組合の事業の
全部を譲り受け

3.26預金保険機樹、預金保険法第51条第１項
の規定に基づき、保険料率引き上げ（0．
012→0.048％）を決定

3.29大蔵省、「証券分野における規制緩和に
ついて」を発表（時価発行増資に係る規制
の撤廃、私募債発行制限等の撤廃、自己責
任原則の徹底による投資対象等の拡大、証
券会社の店舗規制の原則撤廃等）

3.29政府、「貸付信託法第14条の規定により
積み立てる特別留保金の限度及び積立の方
法に関する政令の一部を改正する政令」を
公布・施行（信託銀行が積み立てる貸付信
託に係る特別留保金について積み立て上限
を引き下げ）

3.29政府、「規制緩和推進計画の改定につい
て」を閣議決定（95年３月31日決定の「規
制緩和推進計画」を改定、平成７～９年度
を対象として、厚生年金基金の運用規制緩
和、大型私募債ルールの見直し、生・損保
の子会社方式による相互参入等を追ｶﾛ）

４．１公正取引委員会、景品規則に関する告
示・運用基準の改正を実施（一般懸賞の景
品額の上限金額を引き上げく５→10万
円＞、「総付景品」上限額撤廃く商品等の
取引額の10％まで容認＞、オープン懸賞の
上限金額引き上げく100→１，０００万円＞）

４．１政府、「特定債権等に係る事業の規制に
関する法律（特憤法）」の一部を改正する
政令を施行（特債法の対象となるリース.
クレジット債権に係る資産流動化証券くい
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４．１新保険業法施行（保険会社の固有業務
と付随業務に加え、法定他業として公共
債ディーリング、社債の募集または管理
の受託等ができる旨、規定）

4.23電子商取引環境整備研究会（通産
省）、「電子商取引に関する検討課題に
ついて」と題する中間報告を発表（電子
商取引における各ビジネスプロセスおよ
び遜子商取引全般において問題となりう
ろ課題と論点を列挙・整理）

４．１中国人民銀行、新規に導入された期間
３年以上の定期預金に対するインフレ補
填制度を廃止

4．１韓国、民間投資家の海外証券取引の自
由化を実施（投資額上限の撤廃、指定証
券取引所制度の廃止等）

４．１中国国務院、外国為替管理条例を施行
（外国為替管理規制緩和、外貨取引を外
国為替指定銀行に一元化等）

４．９中国人民銀行、国債を対象とした公開
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取引アレンジメントにつき発表

4.26コスモ信用組合の処理方策の一環とし
て、同信用組合の事業の全部譲り受けを行
う東京共同銀行に対し、200億円程度の収
益効果を想定した貸付を実行（貸付金額
2,200億円、貸付期間５年、貸付利子歩合
年ｑ5％）

5.17情報サービス局、パソコン通信を利用し
た情報提供サービスを開始（金融政策関連
情報、統計情報、情勢判断等）

5.24リスク管理チェックリストを改定、考査
先金融機関へ送付（経営･内部管理、融資、

市場・ＡＬＭ、事務・ＥＤＰの４業務分野
別にチェックリストを改め、チェックポイ
ントレベルも商めに設定）

わゆるＡＢＳ、ＡＢＣＰ＞の導入が実現）
４．１ＳＯＣＳ（信託銀行オン
ユサーピス）加盟の信託７
第二地銀とのＣＤ・ＡＴＭ
を開始

イ
Ｕ
、
ン

ラ
行
オ

ンキャッシ

地銀および
ンライン提携

４．１三菱銀行と東京銀行が合併、東京三菱銀
行として発足（異稲令融機関の合併は「金
融機関の合併及び転換に関する法律第３条
に基づくもの。総資産は約77兆円余）

４．８束京金融先物取引所（ＴＩＦＦＥ）「Ｔ
ＩＦＦＥ－ＳＰＡＮ」と称する証拠金制度
を新たに導入（シカゴ・マーカンタイル取
引所くＣＭＥ＞の「ＳＰＡＮ」をＴＩＦＦ
Ｅが修正）

4.12山陽信用組合、けんみん大和信用組合、
不良債権を新たに整備される繋琿向収銀行
に引き継いだうえで、淡陽信用組合に事業
を譲渡、解散することを発表

4.15電子決済、電子現金とその利用環境整備
に関する調査研究会（郵政省電気通信局長
の私的研究会）、「暗号政策と電子現金」
と題する報告書をとりまとめ（暗号技術と
認証機関の役割につき記述）

4.16全国銀行協会連合会、「公的金融システ
ムの改革へ向けて」と題する報告書を発表
(本来の役割を超えた公的金融システムの
活動が金融自由化促進や資金の効率的運用
等に対するマイナス要因であることを指
摘、公的金融の縮小、ディスクロージャー
の拡充等を提言）

4.24日本証券業協会、「有価証券の引受けに
関する規則」の一部改正および「引受けに
際し会貝が遵守すべき発行会社の利益配分
に関する事項について」（利益配分ルー
ル）の廃止を発表（これを受け大蔵省は同
日、時価発行公募増資のガイドライン撤廃
を発表）

5.15経済団体連合会、「我が国産業の活性化
と金融・資本市場の空洞化対策」をとりま
とめ（其の国際金融センターの実現、通貨
の多様化、貿易・国際投資の採算性に関す
る不確実性の減少、円の国際化の実現等を
提I目）

5.15地方銀行協会、「新しい時代に求められ
る公的金融の役割一小さな政府の実現にむ
けて－」を発表（公的金融が民間活力を阻
害していること、わが国全体の資金配分を
非効率なものとしていることを指摘。中立
的かつ公的な第３者機関として首相直轄の
｢財投改革委員会」（仮称）の設置による
公的金融システムの見直し等を提言）

5.28社債受渡し・決済制度研究会（大蔵省証
券局長の私的研究会）、「社債受渡し・決
済制度の改善に向けて－国際的な水準の流
通市場の榊築を目指して－」と題する報告
書を発表（決済迅速化のための登録済証廃
止、取引当事者等と登録機関を結ぶオンラ
イン・ネットワークおよびその中継機関則
設等を提言）

5.31企業の資金調達の円滑化に関する協議
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5.10（財）企業活力研究所（通産省の関連
団体）・企業組織と税制のあり方に関す
る研究会、連結納税制度導入に関する報
告替をとりまとめ（既に欧州先進国にお
いて幅広く採用されている連結納税制度
の導入を提言）

市場操作を開始
4.1８ドイツ、公定歩合引き下げ３→2.5％
4.21Ｇ７（ワシントン）、議長総括（イン
プレなき成長の持続と財政赤字削減、雇
用拡大、最気回復のための政策採用の必
要性等）

4.22英国の銀行間決済システムＣＨＡＰ
Ｓ、時点ネット決済から即時グロス決済
に移行

4.29パーゼル銀行監督委員会、外為フォワ
ード取引に係るマルチラテラル・ネッテ
イングに係るバーゼル自己資本合意の解
釈を提示

5.21パーゼル銀行監督委員会および証券監
督者国際機構（ｌＯＳＣＯ）、銀行・証
券両監督当局間の協調に関する報告書を
公表
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(1996年）
会、「金融・証券・外為分野における規制
緩和に関する意見轡」を大蔵省等に提出
(企業年金制度、外国為替関連諸制度等の
見直し、金融業者関連規制、証券投資信託
関連規制等の規制緩和等を要望）

６．３公正取引委員会、「銀行業における景品
類の提供の制限に関する公正競争規約」の
変更を認定、告示・施行（一般懸賞上限の
引き上げく５→10万円＞等）

６．６わかしお銀行、太平洋銀行の事業の全部
譲受を目的として設立

6.11富士銀行、信託銀行子会社を設立（富士
信託銀行く株＞、６月28日営業開始）

6.11証券取引審議会、「証券取引所における
先物・オプション取引のリスク管理の改善
について」と題する報告許を発表（会員証
券会社の経営破綻時のリスク波及を避ける
観点から、取引証拠金計算方法の改善、証
拠金および値洗資金の差入期限の短縮、追
い証制度見直し、委託証拠金計算方法の合
理化等を提言）

6.13与党「金融行政をはじめとする大蔵省改
革プロジェクト・チーム」、「新しい金融
行政・金融政策の構築に向けて」と題する
金融改革の基本方針をとりまとめ（護送船
団方式との訣別･金融行政の透明性の確保、
自己責任原則の確立、厳正な検査・監督体
制の確立、日本銀行法の改正、２１世紀を展
望した金融システムの構築等）

6.14東征正会員協会・経営研究委員会、「株
券委託手数料自由化問題について」と題す
る報告書をとりまとめ（手数料自由化の進
め方につき、段階的自由化、一定の対応期
間を置いたうえで一気に自由化を進める両
案を併記しつつ、業務自由化等を含めた総
合的な検討の必要性を指摘）

6.17外国為替等審議会、国際金融取引におけ
る諸問題に関する専門部会、最終報告書
｢国際金融取引における現代的展開と取引
環境の整備一外国為替管理制度の抜本的な
見直しについて－」を了承、発表（外国為
替管理制度における許可･届出制度の廃止、
有事規制を効果的に実施しうるメカニズム
の確保、取引内容報告の義務化、通貨主権
に基づく規制の廃止、電子マネー導入に係
る制度的環境整備についての検討等を提
言）

6.19政府および与党、住専処理に関する「新
たな寄与」についての声明発表

６１９日本証券業協会、「株式店頭市場の流通
面における改善策等について」を公表（信
用取引制度、発行日取引制度、借り株制度
の導入を要具体化案件として指摘）

6.20「財政投融資の将来」研究会（大蔵省理
財局長の私的研究会）、報告書をとりまと
め、「財政投融資分野の限定（受益者負担
を求めるべき政策分野、自助努力が期待さ
れる政策分野、市場メカニズムになじまな
い政策分野、政策的に民間経済活動を奨
励・補完すべき政策分野）」等を提言
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6.19厚生年金基金連合会、「わが国におけ
る受託者責任の確立に向けて（第一次報
告）」をとりまとめ（年令蛙令における
受託者責任の明確化、関係者の責任分担
に関して提言）

6.24厚生年令墓余制度研究会（厚生省年金
局長の私的研究会）、報告轡をとりまと
め（同基金制度の見直しく受給権保全の
ための仕組みの充実、自己責任原則によ
る同基令i囮営の推進、基金財政・資金皿
用についての徹底した悩報開示＞）

6.25政府、消費税および地方消費税の税率
について閣議決定（平成９年４月１日か
ら、消費税と地方消費税を合わせた税率
を５％とすること）

6.17韓国、「金融市場開放日程」を発表
(外国人の株式保有比率の上限引き上
げく～2000年＞、外国人の100％出資に
よる銀行・証券会社の設立許可く1998
年＞）

6.21-22ＥＵ加盟国首脳、欧州理事会（欧
州サミット）を開催（失業対策の優先、
1999年１月１日に通貨統合を実施するこ
とに関しての再確認等）

6.28先進国首脳会議（フランス・リヨン。
サミット） 経済宣言を採択（マクロ経
済政策での協調、雇用問題への取り組み
の強化、開発のために新たなグローバ
ル・パートナーシップを維持する必要性
等）
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年号 日本銀行 金融一般

平成８年
(1996年）

７．１業務局、「新海外預り金等計理システ
ム」稼働開始

７．５復興支援貸出の延長について発表（被災
地域に営業店を有する金融機関のうち希望
する先に対して総額5,000億円を限度に公
定歩合を適用してのｉｆ出を７)]12日より原
則１年間延長）

7.26預金保険機櫛に対する資金拠出を実行
(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理
の促進等に関する特別措置法第25条第１項
に基づき、1,000億円を拠出）

7.26調査統計局、短観や卸売物価指数等の統
計公表方法につき、公表日を極力繰り_上げ
るとともに、公表時刻を原則午前11時とす
ることを決定

６２１「特定住宅金融専門会社の債権債務の処
理の促進等に関する特別措置法」、「預金
保険法の一部を改正する法律」、「農水産
業協同組合貯金保険法の一部を改正する法
律」、「特定住宅金融専門会社が有する債
権の時効の停｣I二等に関する特別措団法」公
布・施行、また「金融機関等の経営の健全
性確保のための関係法律の整備に関する法
律」、「金融機関の更生手続の特例等に関
する法律」を公布

6.21企業会計審議会、金融商品・企業年金.
研究開発費等の会計処理のあり方を検討す
ろ「特別部会」の設置を決定

6.24預金保険機構、預金保険法の改正、特定
住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進
等に関する特別措置法の施行を受け、定
款・業務方法書を変更

6.24預金保険機構、福井県第一信用組合から
事業の全部を識り受ける予定の福井銀行に
対して、事業譲受日に６億2,000万円の金
銭贈与を実施することを決定

6.28住友銀行、信託銀行子会社を設立（すみ
ぎん信託銀行く株＞、７月23日営業開始）

6.28ネットワーク化社会における個人金融サ
－ビスの在り方に関する調査研究会（郵政
省貯金局長の私的研究会）、報告書をとり
まとめ（民間金融機ＤＭと郵便貯金の
ＡＴＭ･ＣＤネットワークの相互接続等を提
案）

6.28大蔵省、銀行局長通達「普通銀行の業務
迷宮に関する基本事項等について」を－部
改正（市場関連リスク管理のあり方と内部
検査の留意事項を新たに組み込むこと等）

７．３大蔵省、デリバティプ取引等の開示の光
実を図るため、財務諸表等規則等を一部改
正（デイスクロージャーの節囲拡大、デイ
スクロージャー内容の充実等）

７．９全国銀行協会連合会、「内部検査部門が
実施する業務監査の外部監査人によるチェ
ックについて」と題するガイドラインを作
成（銀行の海外支店における外部監査のた
めのもの。デリパティプ取引等市場関連業
務を特にIE視）

7.22預金保険機構、①特定住宅金融専門会社
の債権債務の処理の促進等に関する特別措
置法第９条に基づく民間金融機関からの資
金拠出による金融安定化拠出基金の設置、
②同法第３条に基づく住宅金融債楠管理機
柵への2,000億円の出資（1可基金および日
本銀行からの資金拠出それぞれ1,000億円
が財源）を決定

7.23経済同友会、「「公的金融･財政投融資」
の改革に向けて」を公表（公的部門の情報
開示の充実・徹底や、公的金融・財政投融
資を「財政」「金融」に極力分離する必要
JlYk等を指摘）

7.25行政改革委員会・規制緩和小委員会、規
制緩和に関する論点を公iﾙ１（金融・証券．
保険関連では、適格退職年金資産運用規制
の緩和、外国為替管理制度の抜本的見直し
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7．５全国農業協同組合中央会、ＪＡ組織整
傭・経営改革推進本部、「ＪＡ改革の取
り組み指針」を公表（県連と全国連の統
合スキームを具体化く2000年を統合の目
途とすること等＞、経営刷新の取り組み
目標を設定）

7.10財政制度審議会（蔵相の諮問機関）
｢財政構造改革に向けての中間報告」と
題する報告書を発表（財政樹造改革の必
要性、財政健全化に取り組むに当っての
目標・手法、および財政の関与すべき分
野や守備範囲の見直しについてとりまと
め）

7.11産業櫛造審議会（通産相の諮問機
関）・産業資金部会、「産業金融の現状
と課題」と題する提言を通産相に提出
(産業金融効率化を企図した規制緩和の
推進および政策金融の見直し等を提言）

7.12経済審議会（首相の諮問機関）・行動
計画委員会、金融等６分野の規制緩和に
関するワーキング・グループの設置を決
定（高度悩報通信、物流、金融、土地.
住宅、医療・福祉を対象）

7.24行政改革委員会・官民活動分担小委員
会、「論点整理」を公表（基本的視点と
して市場メカニズムの優位性、官民の活
動分担を判断する際の原則等を列挙）

7．

Ｔ
ミ
際
グ
ー

皿ヴ掴咋詠
１
年
等
グ
ー
大

等）

Ｆ（金融活動作業部会、１９８９
ミット参加国等26か国およびＥＵ

2国際機関で構成） マネー・ローン

ング防止に係る「40の勧告」を改訂ロ

－ンダリングの前提犯罪の拡
勧告適用範囲の非金融業者への拡大

７．１中国人民銀行、外資企業が全国におい
て銀行を相手方とする為替取引を行うこ
とを許可

７．４フランス、「金融活動の近代化に関す
る1996年７月２日法96.597」発効（1993
年５月採択の欧州投資サービス指令に対
応したもの。既存の金融機関を、金融機
関と投資サービス業者の２業態に再分
類）

7.18G10諸国中央銀行、「グローバルなデ
リパティプ市場統計の改善に関する提
案」と題する報告書を公表（ＢＩＳ・ユ
－ロカレンシー・スタンディング委員会
ワーキング・グループ＜吉国委員会＞の
作成にかかるもの。各国主要ディーラー
からのデリパティプ商品に関するデータ
の定期的収集の枠組み等を提示）

7.18韓国、国内銀行による在外支店開設に
関する規制緩和を発表（在外支店開設申
請手続きの簡便化等）
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8.30金融研究所、インターネット上の金融研
究所ホームベージにバーチャル・ミュージ
アムを開設

9.25預金保険法附則第20条第２項に基づき、
預金保険機樹に対して整理回収銀行への出
資を実施するための資金の一部として１９７
億円の貸付を実行

9.25金融システムの安定化および内外からの
信頼性確保に資することを目的として、
(社）新金融安定化基金が設立されるに当
たり、同社団法人に金腔機関の資本基盤の
櫛築等を支援する事業に活用される勘定に
充てる資金として、日本銀行法第25条に基

等９項目を列挙）
7.25日本公認会計士協会、「銀行の海外支店
監査に関する実務指針」を公表（本邦監査
人の責任、内容監査担当者等の結果報告の
利用等、銀行の海外支店に係る財務諸表監
査実施上の留意点を列挙）

7.26（株）住宅金融債権管理機構、設立
7.29都銀懇話会（都銀10行で槻成）、４７項目
の規制緩和要望をとりまとめ（金融サービ
ス機能の充実、銀行経営の効率化）

7.30日本証券業協会、投資クラブのモデル規
約を作成の上、会員証券会社に連絡（民法
上の組合として組成されていること、一部
メンバーに対する運用の委任が行われてい
ないこと等がクラブの条件）

７．３１中央銀行研究会（第１回）を開催（計１０
回にわたり討議）

。●の■●●■■●●●－－－－－－－－－－－－－－－－－－●●■●申Ｏの■■の。－－二－－－－－－－－－－－－－－－－－｡●●巴■0

８．１農政審議会、「信用事業を中心とする農
協系統の事業・組織の改革の方向」と題す
る報告書を農林水産相に提出（単位農協の
広域合併、県連・今田蓮の統合、責任ある
業務執行体制の確立、剰余金処分に際して
の内部留保優先・最低出資金制度導入等自
己資本･内部留保の充実、資金運用の拡大、
等を提言）

8．Ｉ東京証券取引所、正会員の売出し等への
参加に係る承認につき、基準を明確化（売
出し目的に上場有価証券の流動性向上を追
加、売出入は特別利害関係者・大株主上位
10名に基準緩和等）

８．６束京海上火災、損保子会社を設立（東京
海上あんしん生命保険、１０月１日営業開
始）

８．７預金保険機橘、太平洋銀行から事業の全
部を譲り受けるわかしお銀行に対して、事
業調渡日に1,170億円の金銭賄与を実施す
ることを決定

８．８生保６社・損保10社、おのおの損保・生
保子会社を設立（10月１日営業開始）

8.12都銀10行、他行カード振込業務を開始
（顧客向けサービス向上を企図）

8.19福井銀行、福井県第一信用組合の事業の
全部を魏受

8.29預金保険機柵、①（株）整理回収銀行と
の協定締結、②「住専処理に係る基本協
定」への同意、③組織改編、等を決定

8.31住牢舎融債権管理機榊、住専７社と財産
談渡契約を締結（住専７社は同日解散く財
産譲渡は10月１日付＞）

９２束京共同銀行、商号・組織を変更、整理
回収銀行へ改組

９．９大蔵省、貸金業への監督強化や登録にお
ける厳正化等を命ずろ通達を発出（信用情
報の不正盗用等貸金業登録業者による不正
事件多発に対応）

９．９経済団体連合会、「日銀法改正問題に関
する考え方」と題する提言をとりまとめ
(日本銀行は物価の安定、決済システムの
安定を役割とし、法的独立性を確保するこ
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7.19第１回東アジア・太平洋地区中央銀行
役員会議（ＥＭＥＡＰ）・総裁会譲開催
（11の中央銀行総裁が参加、”Financial
MarketDeveIopment'，"CentralBank．
irlgOperations”２つのワーキング・グル
ープおよび「銀行監督」に関するスタデ
イ・グループ設置で合意）

8.27厚生省、年金局長の私的研究会として
「厚生年金基金の資産辺用に係る受託者
責任ガイドライン研究会」を設圃

8.29生命保険協会、生保業務に関し、９項
目の規制緩和要望を蔵相に提出（インパ
クト・ローンに係る規制緩和、ユーロ円
預金口座数制限撤廃等、資金運用関連事
項が中心）

9.12資金調達の円滑化に関する協議会（大
手71社で組織）、「企業年金に関する要
望書」をとりまとめ（運用に関する規制
撤廃、企業年金制度設計の弾力化、確定
拠出型年金の導入等）

b￣￣￣￣■￣￣￣￣｡●●●⑤●●●●￣￣-----￣￣￣￣｡●●｡￣￣￣－－－－－－￣Ｃ￣￣￣●｡●■●－－－■■－■

９．９ＢＩＳ理事会、新規加盟先を決定（プ
ラジル、中国、香港、インド、韓国、メ
キシコ、ロシア、サウジアラビア、シン
ガポール）

9.28Ｇ７（ワシントン）、議長総括（イン
プレなき成長持続のための政策の継続、
財政赤字の削減、投資・腫用の創出、国
際金融市場のリスクに対処する手段を向
上させる必要性等）
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づき、1.000億円拠出することを決定した
旨を発表

１０．１業務局、「新国庫国債事務取扱手数料等
システム」稼働開始（対代理店支払手数料
算定、大蔵省より受領する国債手数料の算
定等のシステム化）

10.14業務局、「新本店国`庫記帳システム」嫁
勘開始（各種月計突合表合計書等の全店集
計事務を合理化）

10.17マネーサプライ統計の季節調整方法を
X-11からＸ､12.ＡＲＩＭＡに変更

10.22蔵相に対し、山陽信用組合及びけんみん
大和信用組合の処理方策の必要性に関し意
見を申述（両信組の淡陽侶組への車業譲渡
による処理は、資金援助に要すると見込ま
れる費用が保険金の支払を行うときに要す
ると見込まれる費用を上回るため、蔵相が
預金保険法附則第16条の規定に基づいて日

と、アカウンタピリティを強化すること
等）

9.11日本電信電話（株）、日本銀行金融研究
所との共同研究の成果を取り入れて、新た
な電子マネー実験システムを開発したこと
を発表

9.17わかしお銀行、太平洋銀行の事業の全部
を譲受

9.18大蔵省の「新しい金融行政のあり方につ
いて検討するプロジェクト・チーム」、
｢新しい金融行政のあり方について」と題
する報告雷をとりまとめ（市場参加者にお
ける自己責任原則の徹底、透明性の高い金
融システムの柵築、制度の企画・立案とい
った機能別の体制に立って制度・インフラ
の整備を横断的に行うこと等）

9.18横浜銀行、全国信用金庫連合会、
れ証券子会社を設立（横浜シテ

それぞ

ィ証券

＜株＞、しんきん証券く株＞、１１月１日宮
業開始）

9.19国債取引（割引短期国債を除く）決済方
式が19日約定分（10月１日決済分）より
｢５．１０日決済」から「Ｔ＋７日のローリン
グ決済」に移行

9.25与党の「金融行政をはじめとする大蔵省
改革プロジェクトチーム」、「大蔵省改革
についての報告」を公表（金融関係部局の
再編・縮減、金融の検査および監督体制の
あり方、日本銀行法の改正と独立性の強化
等）

9.25預金保険機構、整理回収銀行に1,200億
円を出資

９２５社団法人新金融安定化基金、設立
9.30大蔵省、「経営の改善を要する銀行に対
する経営改善計画の拠出等について」と題
する銀行局長通達を発出（一定の選定基準
に該当した場合には経営改善計画の提出を
求めること等）

9.30企業の資金調達の円滑化に関する協議会
(大手71社で組織）、「金融･証券分野にお
ける規制緩和に関する追加意見書」をとり
まとめ（証券市場における取引所架中主義
の見直し、損害保険料率に関する規制の撤
廃、商品設計の自由化等）

10.17経済審議会（首相の諮問機関）・行動計
画委員会・金融ワーキンググループ、「わ
が国金融システムの活性化のために」と題
する報告書をとりまとめ、同委員会に提出
(わが国の金融システムの現状と課題を踏
まえた上で、大幅な規制緩和施策等を提
示、その実施時期を明示）

10.22全国銀行協会連合会、決済システム専門
部会を設置

10.28経済団体連合会、「規則の撤廃・緩和等
に関する要望」をとりまとめ（金融・証
券・保険分野については、業務分野規制の
見直し、企業年金に係る資産運用規制の緩
和、証券業の免許制から登録制への移行等
を要望）

10.28預金保険機柵、山陽信用組合およびけん
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１０．７今後の経済政策の在り方に関する研究
会（経済企画庁調整局長の私的研究
会）、報告書をとりまとめ（情報開示、
財政投融資の効率化、世代間の公平性確
保、財政赤字削減、規制緩和の推進、中
央銀行の独ウ件の強化等について提言）

１０．８パーゼル銀行監督委員会、「クロスポ
－グー銀行業務の監督に関する報告書」
を公表（国際的な銀行監督に係る「最低
基準」を実施に移していくうえでの問題
点の解決に向けた具体的提言）

1Ｕｌ４フィンランド、ＥＵの為替相場メカニ
ズム（ＥＲＭ）に参加（ＥＲＭ参加国は
ギリシャ、英国、スウェーデンを除く１２
か国に）

橋
本
龍
太
郎

（
第
一
次
）

久
保
亘

（
第
二
十
七
代
）

松
下

康
雄
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平成８年
(1996年）

本銀行に対し意見を照会）

１１．１ＢＩＳの株式8,000株を引き受け
１１．７短観や卸売物価指数等の公表時刻を原則

として午前８時50分に繰り上げ
11.12中央銀行研究会の報告書の公表を受け、

これを踏まえた政策・業務運営のあり方に
ついての見直し等を公表

１１．１５１ilj報サービス局、インターネット上にホ
ームページ開設（国内外への金融経済、日
本銀行関連梢報の提供学企図）

11.21阪和銀行について対外公表（大蔵大臣
は、同行に対し預金払戻し等を除く業務の
停止命令を発出。日本銀行は同行に係る処
理方策が実施されるまでの間、同行に対し
預金の払戻し資金が不足する場合には、日
本銀行法第25条に基づく融資を行う旨
等）、また日銀ネット業務規制を実施（阪
和銀行を当事者とするオンライン取引を原
則停止）

みん大和信用組合の淡陽信用組合への事業
の全部譲渡に関して、山陽信用組合から３３
億円の資産を、けんみん大和信用組合から
38億円の資産をそれぞれ買取り（整理回収
銀行へ委託）、淡陽信用組合に対して、
237億円の金銭贈与を事業譲渡日に実施す
ることを決定

１１．１ＳＯＣＳ（信託銀行オンラインキャッシ
１サービス）加盟の信託７行、信用金庫．
信用組合・労働金庫・系統農協４業態との
間でＣＤ・ＡＴＭのオンライン提携を実施
することを合意（97年５月19日を目途）

11.5淡陽信用組合、山陽信用組合およびけん
みん信用組合の事業を譲受（両信用組合の
不良資産は整理回収銀行が買取り）

11.5束京金融先物取引所（ＴＩＦＦＥ)、１日
の取引時間を30分延長（７時間→７時間３０
分）

11.5日本証券業協会、「証券会社の普通社債
(ＳＢ）の発行に関する確認事項」を発出
(証券会社がＳＢ発行可能である旨を各証
券会社に通知）

11.8大阪府知事、三福信用組合に対し預金の

払戻し等を除く業務の停止を命令
11.11首相、蔵相等に対し、「我が国金融シス

テムの改革～2001年東京市場の再生に向け
て～」と題する改革案の検討を指示
(Free、Fair、Globalを改革の３原則と
し、2001年までにニューヨーク、ロンド
ン並みの国際金融市場となって再生するこ

とを目指すこと等）
11.11金融情報システムセンター（ＦＩＳ

Ｃ） ｢総合的リスク管理勉強会報告書」
を公表（リスク計測手法や管理体制等、幅
広い視野に立った金融機関の統合的リスク
管理への取組みのポイントを紹介）

11.12中央銀行研究会（首相の私的諮問機
関） ｢中央銀行制度の改革一開かれた独
立性を求めて－」と題する報告書を首相に
提出（日本銀行の独立性と政策運営の透明
性確保の観点から、日本銀行のあり方につ
いて、基本的な指針を提示）

11.13大蔵省、銀行局長通達「普通銀行の業務
運営に関する基本事項等について」等を一
部改正（届出事項の整理・簡素化、苦情処
理体制の充実・強化）

11.19金融制度調査会、日本銀行法改正小委員
会の設置を決定

11.21蔵相、阪和銀行に対し預金の払戻し等を
除く業務の停止を命令

11.21金融調査研究会、「公的金融・財政投融
資改革の方向一市場規律と財政規律の確立
を目指して－」と題する報告書を発表（公
的金融・財政投融資システムの負償サイド
の改革く市場規律の貫徹＞、資産サイドの
改革く財政規律の維持＞を提言）

11.26金融制度調査会、日本銀行法改正小委員
会（第１回）を開催（計.10回にわたり討
議）

11.26束京銀行協会、外国為替円決済制度の決
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１１．７第２次橋本内閣成立
11.15厚生年金基金連合会、「企業年金の将
来像」と題する報告轡をとりまとめ（厚
生年金基金・税制適格年金を企業年金制
度として統合するなどの改革の方向を提
言）

11.15生命保険協会、「わが国生命保険事業
における官業のあり方～簡易生命保険事
業改革への提言～」を発表（国営制度と
しての簡易保険事業の存続の意義を否
定、抜本的見直しによる簡易保険事業の
縮小・廃止あるいは分割・民営化の必要
性を提言）

11.21「総理府本府組織令の一部を改正する
政令」・「行政改革会談令」が公布・施
行（「行政改革会議」が首相直属機関と
して発足）

11.25産業構造審議会．基本問題小委員会、
審議の中間とりまとめを公表（新規産業
の創出、国際的産業立地競争力のある事
業環境の整備、高齢社会と経済活力維持
の両立に向けた公的分野の見直し・効率
化等）

11.2Ｂ政府税制調査会・法人課税小委員会、
法人課税に関する報告書をとりまとめ
(長期金融商品に係る収益計上方法の検
討、引当金等の廃止も含めた見直し、租
税特別措極等の見直し、金融派生商品取
引に時価基準を採用することの検討等の
必要性を指摘）

１１．６ＥＭＩ（欧州通貨機櫛）および欧州委
貝会、ＥＭＵ第３段階移行（1999年１月
予定）に向けたＥＵ各国の経済収散基準
の達成状況を発表

１１．７パーゼル銀行監督委員会および証券監
督者国際機綱（ＩＯＳＣＯ）、「銀行お
よび証券会社のトレーディングおよび派
生商品取引に関するディスクロージャ
－．サーベイ」を公表

11.11ＢＩＳ、「電子マネーの発展が中央銀
行にもたらすインプリケーション」と題
する報告書をとりまとめ（電子マネーの
安全性、法的問題、金融政策・シニョレ
ツジ、発行者問題に対するインプリケー
シヨン等）

11.25ＥＵのＥＲＭ内でのイタリア・リラ介
入履行義務が復活

橋
本
龍
太
郎
（
第
一
次
）

橋
本
醜
太
郎

（
第
二
次
）
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１２．６日本銀行当座預金の決済を「即時グロス
決済（ＲＴＧＳ）」に一本化するための提
案「日本銀行当座預金決済の「ＲＴＧＳ
化」について」を発表（2000年を目標に
｢時点決済」から「ＲＴＧＳ」に移行する
方針を表明）

12.13「阪和銀行問題の対応策（骨子）」を対
外公表（日本銀行が資金を拠出するく社＞
新金融安定化基金く第一勘定＞が阪和銀行
の事業を譲り受ける新銀行設立のため、
100億円の出資を行うことに同意等）

12.2Ｏ日本銀行券発行限度51兆円に改定（従来
は47兆2000億円）

12.20蔵相に対し、大阪信用組合（93年12月に
経営破綻表面化）の処理方策の必要性に関
し意見を申述（預金保険法附則第16条の規
定に基づく蔵相の意見照会に対する回答）

済リスク削減策の基本方針をとりまとめ
(決済リスク管理にかかる国際的基準くラ
ンフアルシー基準＞に準拠し、マルチラテ
ラル・ネッティング・スキームの法的有効
性の確保、エクスポージャー削減策の遂

デフォルト発生時のファイナリティー
確保等）

11.27日本長期ｲﾖ用銀行、信託銀行子会社を設
立（長銀信託銀行く株＞、１２月11日営業開
始）

11.29証券取引審議会・総合部会、証券市場改
革に関する「論点整理（要約）」を発表
(証券市場を金融市場の中核市場とし、か
つ東京市場をニューヨーク、ロンドン市場
と遜色のない競争力をもつ国際的な市場と
するといった改革の目標等）

12.１０経済団体連合会、「財政民主主義の確立
と納税に値する国家を目指して－財政構造
改革に向けた提言一」と題する意見書を公
表（1997年度以降10年間を目途に財政再建
を達成するために、一般政府の「支出額の
対ＧＤＰ比率」等の数値目標の設定、「財
政構造改革法（仮称）」の制定等を提言）

12.11証券取引審議会･デリパテイプ特別部会、
｢証券取引所における個別株式オプション
取引の導入について」を公表（同取引導入
の意義、同取引導入に当っての留意点くデ
ィスクロージャーの充実、同取引の仕組み
の周知等＞等）

１２１２財政制度審議会、「財政構造改革特別部
会最終報告一活力ある２１世紀への条件一」
をとりまとめ（2005年までのできるだけ早
期に、国・地方合わせた財政赤字の対ＧＤ
Ｐ比率を３％以内にする、今後２～３年間
に歳出く国債費を除く＞を歳入と均衡させ
る、国・地方各々の毎年の一般歳出伸び率
を名目成長率より相当低く抑えること等を
提言）

12.13大蔵省、「阪和銀行問題の対応策（骨
子）」を対外公表（＜社＞新金融安定化基
金の第一勘定から100億円の出資を行い、
同行の事業を譲り受ける新銀行を設立。預
金保険機構は新銀行に対し、阪和銀行の資
産の全額買取りを含む資金援助を実施。買
取り資産の管理・回収を礎理回収銀行に委
託等〉

12.16行政改革委員会、「規制緩和の推進に関
する意見（第２次）－flll意で造る新たな日
本一」を首相に提出（適格退職年金の規制
緩和、外為制度の抜本的見直し、株式に関
する規制緩和等）

12.19政府、「財政健全化目標について」を閣
識決定（平成17年度までのできるだけ早期
に国及び地方の|は政赤字対ＧＤＰ比率を３
％以下とする、特例公債依存から脱却す
ろ、
する

国債費を除く歳出を租税等の範囲内と
歳出全般について聖域を設けないで

見直しを実施すること等）
12.24自由民主党、社会民主党、新党さきがけ

の与党３党、「金融行政機+１W等の改革につ



平成８年
(1996年）

2０

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

１２．３経済審議会、「６分野の経済櫛造改
革」をとりまとめ（高度情報通信、物
流、金融、土地・住宅、雇用・労働、医
療･福祉の６分野につき、市場原理貫徹、
業種・国境を超えた競争確保等の必要性
を指摘）

１２．３経済審議会、「「柵造改革のための社
会経済計画一活力ある経済・安心できる
くらし－」の進捗状況と今後の課題」と
題するフォローアップ報告書を首相に答
申（今後求められる改革の方向性、諸施
策の推進により成長が期待できる分野の
動向の整理、住宅・社会資本整備の推進
に向けた施策の実施状況などを報告）

１２．６持株会社解禁に伴う労使関係専門家会
識（労働省）、報告書をとりまとめ（持
株会社解禁によって、労使関係に新たな
問題や法的な問題がすぐに生じることは

ないと判断）
１２．９経済団体連合会、「財政民主羊義の確
立と納税に値する国家を目指して－財政
構造改革に向けた提言一」と題する意見
書を公表（1997年度以降10年間を目途に
財政再建を達成するために、一般政府の
｢支出額の対ＧＤＰ比率」等の数値目標
の設定、「財政柵造改革法（仮称）」の
制定等を提言）

12.10企業の資金調達の円滑化に関する協議
会、「民間国外債の非課税措置に関する
意見書」を蔵相に提出（民間国外債への
新たな課税管理導入には慎亜を期す必要
を提言）

12.11国民生活審議会（首相の諮問機関）．
消費者政策部会、「消費者取引の適正化
に向けて」と題する報告書をとりまとめ
(消費者と事業者間での契約に関するト
ラブル増加を指摘、消費者サイドの自由
な選択を確保するための環境整備の必要
性を提言）１

会
お
方
采

２１

行政改革委員会・官民活動分担小委貝
、「行政関与の在り方に関する基準」
よび「行政関与の在り方に関する考え

』
を をとりまとめ（各省庁等との審議緒

とりまとめ）

１２．９香港の銀行間決済システムにおいて、
ＲＴＧＳが稼働開始

12.１０バーゼル銀行監督委員会、マーケッ
ト・リスク規制における内部モデル・ア
プローチの一部定量基準を確認・決定

12.13世界貿易機関（ＷＴＯ）閣僚会議、閣
僚宣言を採択（2000年までの情報関連機
器の関税撤廃を骨子とする情報技術協
定くＩＴＡ＞等で合意）

12.13-14ＥＵ、欧州理事会（欧州サミット）
を開催、コミュニケを発表（ＥＭＵ第３
段階移行を1999年１月１日にすることを
再確認、新ＥＲＭ創設の承認、単一通
貨くeuro＞の導入に必要な法的大枠の
承認等)、

12.30中国人民銀行、外国銀行４行（うち邦
銀２行）の人民元建て預貸業務を認可
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いて」を発表（大蔵省金融部局の改革、金
融の検査及び監督体制の改革く金融検在藍
督庁（仮称）の設置＞、財政と金融の分
雛、日本銀行法の抜本的改正等）

12.25日本証券業協会、国債の売買取引の決済
につき、「Ｔ＋３」のローリング決済に移
行することを決定（97年４月21日約定分よ
り実施）

12.26預金保険機構、住宇令融債権管理機構に
対する緊急金融安定化基金の助成金（６，
８００億円）を交付

12.26大蔵省、「金融システム改革連絡協議
会」の設置について対外公表（金制、証取
審、保険審、外為審、企業会計審の５審議
会が参加）

12.26早期是下槽旺に関する検討会（大蔵省銀
行局長の私的研究会）、平成10年４月導入
予定の早期是正措置に関する「中間とりま
とめ」を発表（早期是下措岡の前提となる
適正な財務諸表の作成に当たっての基本的
な考え方および是下措晒の内容く自己資本
比率の算定方法の見直し、早期是正措置の
措個灰分および措置発動の基準となる自己
資本比率の値等＞）

12.26金融制度調査会･金融機能活性化委員会、
｢金融機能活性化委員会のこれまでの議論
の整理と今後検討すべき事項について」と
題する論点整理をとりまとめ（今後検討が
必要と考えられる事項として、金融持株会

社制度の導入、専門金融機関制度に関わる
規制の撤廃、銀行本体の業務範囲の見直
し、電子マネー・電子決済等の論点等を列
挙）
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12.14日米保険協識、基本的合意に到達

12.16大蔵省、「日米保険協議決着のポイン
ﾄ」を発表（規制緩和等の拡充、算定会
制度の抜本的改革、差別型自動車保険の
認可、子会社による第三分野への参入
等）

12.16農協改革二法（農林中央金庫と信用農
業協同組合連合会との合併等に関する法
律、農業協同組合法等の一部を改正する
法律）公布

12.17政府、「経済構造の変革と創造のため
のプログラム」を閣議決定（新規産業創
出環境整備プログラムの推進、企業関連
諸制度の改革等）

12.20保険審議会（蔵相の諮問機関）、基本
問題部会の設団を決定（保険業および保
険監督行政における基本的な問題の検討
を目的）

12.25政府、「行政改革プログラム」につき
閣議決定（中央省庁改革、行政組織等の
合理化、諸規制緩和の推進、行政措置公
開の推進等）
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